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道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て

謡
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逕
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轡
衰
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道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
喚
註
す
る
継
律
楽
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
を
主
な
内
容

と
す
る

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
｣
が
平
成
二
〇
年

一
月
二
三
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
日
第

一
六

九
回
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
｢道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
つ
い
て

(平
成

一
九
年

三

一月

七
日
政
府

･
与
党
合
意
)｣
の
内
容
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
概
要
は

以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

1

揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
を
毎
年
度
道
路
整
備
費
に
充
て
る

措
置
の
適
用
期
間
を
平
成
二
〇
年
度
以
降
一
〇
年
間
延
長
す
る
と
と
も

に
、
揮
発
油
税
等
の
収
入
額
の
予
算
額
が
各
年
度
に
お
い
て
道
路
整
備

費
を
上
回
る
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
当
該
年
度
の
道
路
整
備
費
に
充
て

る
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る
。

2

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
制
度
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
等
が
行
う

一
般
国
道
の
整
備
事
業
を
交
付
の
対
象
と
し
た
上
で
、
当
該
制
度
の
適

用
期
間
を
平
成
二
〇
年
度
以
降
一
〇
年
間
延
長
す
る
。

3

道
路
整
備
事
業
の
地
方
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
道
路
整
備
事

業
の
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
無
利
子
の
資
金
を
貸
し
付
け
る
地
方
道
路

整
備
臨
時
貸
付
金
制
度
を
平
成
二
〇
年
度
以
降
五
年
間
の
措
置
と
し
て

創
設
す
る
。

4

高
速
道
路
の
利
用
者
等
の
利
便
を
増
進
し
、
そ
の
負
担
の
軽
減
を
図

る
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
が
同
意
す
る
計
画
に
従
い
、
高
速
道
路
株
式

会
社
に
よ
る
高
速
道
路
料
金
の
引
下
げ
と
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
等
の
整
備
を
目
的
と
し
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
.

Q

債
務
返
済
機
構
の
債
務
を
政
府
が
承
継
す
る
。

赦

5

こ
れ
ら
に
関
連
し
て
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
改
正
等
所
要
の

り

規
定
の
整
備
を
行
う
。

ル　

本
法
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
国
会
で
審
議
中
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
を
指
定
す
る

政
令
の
一
部
を
喚
正
す
る
政
令
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課

改
正
の
内
容

平
成
一
九
年
三
一月
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
国
土
開
発
幹
線
自
動

車
道
建
設
会
議
に
お
い
て
、
東
京
外
か
く
環
状
道
路

(関
越
~
東
名
間
)
-

六
皿
の
基
本
計
画

(※
1
)
の
策
定

(下
記
参
考
)
及
び
高
速
自
動
車
国
道

の
路
線
を
指
定
す
る
政
令
の
改
正
案
に
つ
い
て
同
会
議
の
了
承
が
得
ら
れ
ま

し
た
。

本
政
令
は
、
こ
の
了
承
案
の
と
お
り
、
関
越
自
動
車
道
の
基
本
計
画
の
区

間

(①
の
区
間
)
に
つ
い
て
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
を
追
加
し
て
指
定
す

る
も
の
で
す

(※
2
)
。

ま
た
、
上
記
の
他
、
市
町
村
合
併

(平
成
二
〇
年

一
月
一
八
日
時
点
)
を

反
映
さ
せ
る
た
め
、
起
点
、
終
点
、
経
過
地
の
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
が
。

具
体
的
な
改
正
箇
所
は
、
別
添
の
新
旧
対
照
表
を
参
照
下
さ
い
。

※
1
ー
基
本
計
画
と
は
、
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
第
五

条
第

一
項
の
基
本
計
画
の
こ
と
で
す
。

※
2
･:
な
お
、
中
央
自
動
車
道
の
基
本
計
画
の
区
間

(②
の
区
間
)

に
っ
い
て
は
、
同
政
令
中
の
起
点
、
終
点
、
重
要
な
経
過

地
に
変
更
は
な
い
た
め
、
こ
の
部
分
に
っ
い
て
の
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

(参考) 基本計画決定区間

路 線 名 区 間
①関越自動車道 東京都三鷹市 ~ 東京都練馬区
②中央自動車道 東京都三鷹市 ~ 東京都世田谷区



高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
を
指
定
す
る
政
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
を
指
定
す
る
政
令

(昭
和
三
二
年
政
令
第
二
百
七
十
五
号

(抄
)

(傍
線
部
は
改
正
部
分
)

改

正

案

現

行

車 目縦 東
道 動貰 北

道 動 断 道 北
車 目 横 海

北
海
道
縦
貫
目

動
車
道
函
館
名

寄
線

路

線

名

弘
前
線

八
戸
線

黒
松
内

釧
路
線

黒
松
内

端
野
線

東
京
都

練
馬
区

北
海
道

寿
都
郡

黒
松
内

町 函
館
市

起

点

青
森
市

北
海
道

釧
路
郡

釧
路
町

北
海
道

常
呂
郡

端
野
町

名
寄
市

終

点

和
光
市

戸
田

市

川
ロ
市

浦
和
市

岩
槻

市

蓮
田
市

久
喜
市

加
須

市

羽
生
市

館
林
市

佐
野

市

栃
木
県
下

都
賀
郡
岩
舟
町

栃
木
市

同

郡
都
賀
町

鹿

沼
市

宇
都
宮

市

矢
板
市

黒
磯
市

白
河

市

須
賀
川
市

郡
山
市

二

本
松
市

福
島

市

白
石
市

宮
城
県
柴
田
郡

村
田
町

仙
台

市

同
県
黒
川

郡
富
谷
町

古

川
市

一
関
市

北
海
道
虻
田
郡

倶
知
安
町

同

道
余
市
郡
余
市

町

小
樽
市

札
幌
市

北
広

島
市

恵
庭
市

千
歳
市

夕

張
市

同
道
勇

払
郡
占
冠
村

同
道
上
川
郡
清

水
町

同
道
河

東
郡
音
更
町

同
道
中
川
郡
本

別
町

北
海
道
茅
部
郡
森
町

同
道
山
越
郡

長
万
部
町

同
道
寿
都
郡
黒
松
内
町

伊
達
市

室
蘭
市

登
別
市

苫

小
牧
市

千
歳
市

恵
庭
市

北
広

島
市

札
幌
市

江
別
市

岩
見
沢

市

三
笠
市

美
唄
市

砂
川
市

滝
川
市

深
川
市

旭
川
市

士
別

市 重

要

な

経

過

地

岩
手
県
二
戸
郡
一

戸
町

八
戸
市

三
沢
市

青
森
県

鹿
角
市

秋
田
県

鹿
角
郡
小
坂
町

弘
前
市

黒
石
市

北
海
道
足
寄
郡
足

寄
町

北
見
市

北
海
道
白
糠
郡
白

糠
町

釧
路
市

別
表

車 目縦 束
通 勤貫 北

通 勤 断 道 北
車 目 横 海

北
海
道
縦
貫
目

動
車
道
函
館
名

奇
縁

路

線

名

弘
前
線

八
戸
線

黒
松
内

釧
路
線

黒
松
内

北
見
線

東
京
都

練
馬
区

北
海
道

寿
都
郡

黒
松
内

町 函
館
市

起

点

青
森
市

北
海
道

釧
路
郡

釧
路
町

北
見
市

名
寄
市

終

点

和
光
市

戸
田

市

川
口
市

さ
い
た
ま
市

蓮
田
市

久
喜

市

加
須
市

羽
生
市

館
林

市

佐
野
市

栃
木
県
下
都
賀

郡
岩
舟
町

栃

木
市

同
郡
都

賀
町

鹿
沼
市

宇
都
宮
市

矢
板
市

那
須

塩
原
市

白
河

市

須
賀
川
市

郡
山
市

本

宮
市

二
本
松

市

福
島
市

白
石
市

宮
城

県
柴
田
郡
村
田

町

仙
台
市

同
県
黒
川
郡
富

谷
町

大
崎
市

北
海
道
虻
田
郡

倶
知
安
町

同

道
余
市
郡
余
市

町

小
櫨
市

札
幌
市

北
広

島
市

恵
庭
市

千
歳
市

夕

張
市

同
道
勇

払
郡
占
冠
村

同
道
上
川
郡
清

水
町

同
道
河

東
郡
音
更
町

同
道
中
川
郡
本

別
町

北
海
道
茅
部
郡
森
町

同
道
山
越
郡

長
万
部
町

同
道
寿
都
郡
黒
松
内
町

伊
達
市

室
蘭
市

登
別
市

苫

小
牧
市

千
歳
市

恵
庭
市

北
広

島
市

札
幌
市

江
別
市

岩
見
沢

市

三
笠
市

美
唄
市

砂
川
市

滝
川
市

深
川
市

旭
川
市

士
別

市 重

要

な

経

過

地

三
戸
市

岩
手
県

三
戸
郡
一
戸
町

八
戸
市

三
沢
市

青
森
県
上
北
郡

七
戸
町

弘
前
市

平
川
市

黒
石
市

鹿
角
市

秋
田
県

鹿
角
郡
小
坂
町

北
海
道
足
寄
郡
足

客
町

北
海
道
白
糠
郡
白

糠
町

釧
路
市

別
表



車 自 国
遊 動 越

東
北
中
央
自
動

車
道
相
馬
尾
花

沢
線

日
本
海
沿
岸
東

北
自
動
車
道

車 目 横 東
通 勤 断 北

い
わ
き

新
潟
線

酒
田
線

釜
石
秋

田
線

新
潟
線

上
越
線

東
京
都

練
馬
区

東
京
都

練
馬
区

相
馬
市

新
潟
市

い
わ
き

市 仙
台
市

釜
石
市

仙
台
市

新
潟
市

上
越
市

尾
花
沢

市 青
森
市

新
潟
市

酒
田
市

秋
田
市

和
光
市

戸
田
市

川
口
市

草
加

市

八
潮
市

三
郷
市

流
山
市

柏
市

つ
く
ば
市

土
浦
市

石
岡

新
座
市

所
沢

市

川
越
市

他
ヶ
高
市

坂

戸
市

東
松
山

市

本
庄
市

藤
岡
市

福
島
市

米
沢
市

山
形
県
東
置
賜

郡
高
畠
町

南
陽
市

上
山
市

山

形
市

天
童
市

東
根
市

村
山
市

秋
田
県
由
利
郡
象
潟
町

本
荘
市

同
県
河
辺
郡
河
辺
町

秋
田
市

同

県
山
本
郡
琴
丘
町

能
代
市

大
館

市

同
県
鹿
角
郡
小
坂
町

弘
前
市

黒
石
市

豊
栄
市

新
発
田
市

村
上
市

新

潟
県
岩
船
郡
朝
日
村

山
形
県
西
田

川
郡
温
海
町

鶴
岡
市

酒
田
市

福
島
県
田
村
郡
小
野
町

郡
山
市

会
津
若
松
市

同
県
河
沼
郡
会
津
坂

下
町

五
泉
市

新
津
市

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町

山
形
市

寒
河
江
市

山
形
県
西
村
山
郡
西
川

町

鶴
岡
市

遠
野
市

江
刺
市

岩
手
県
和
賀
郡

東
和
町

花
巻
市

北
上
市

同
郡

湯
田
町

横
手
市

大
曲
市

秋
田

県
河
辺
郡
河
辺
町

富
岡
市

佐
久
市

小
諸
市

上
田

市

更
埴
市

長

野
市

須
坂
市

中
野
市

新
井
市

高
崎
市

前
橋
市

渋
川
市

沼
田

市

新
潟
県
南
魚

沼
郡
六
日
町

小

千
谷
市

長
岡
市

見
附
市

三
条

市

燕
市

上
北
郡
天
間
林
村

車 目 関
道 動 越

東
北
中
央
自
動

車
道
相
馬
尾
花

沢
線

日
本
海
沿
岸
東

北
自
動
車
道

車 目 横 束
通 勤 断 北

い
わ
き

新
潟
線

酒
田
線

釜
石
秋

田
線

新
潟
線

上
越
線

東
京
都

練
馬
区

三
鷹
市

相
馬
市

新
潟
市

い
わ
き

市 仙
台
市

釜
石
市

仙
台
市

新
潟
市

上
越
市

尾
花
沢

市 青
森
市

新
潟
市

酒
田
市

秋
田
市

和
光
市

戸
田
市

さ
い
た
ま
市

川
口
市

草
加
市

八
潮
市

三
郷

市

流
山
市

柏
市

守
谷
市

つ

く
ぼ
み
ら
い
市

つ
く
ば
市

土
浦

市

か
す
み
が
う
ら
市

石
岡
市

武
蔵
野
市

東

京
都
杉
並
区

同
都
練
馬
区

新
座
市

所
沢

市

ふ
じ
み
野

市

川
越
市

鶴
ヶ
島
市

坂

戸
市

東
松
山

市

深
谷
市

本
庄
市

藤
岡

市 伊
達
市

福
島
市

米
沢
市

山
形

県
東
置
賜
郡
高
畠
町

南
陽
市

上

山
市

山
形
市

天
童
市

東
根
市

村
山
市

新
発
田
市

胎
内
市

村
上
市

新

潟
県
岩
船
郡
朝
日
村

鶴
岡
市

酒

田
市

に
か
ほ
市

由
利
本
荘
市

秋
田
市

潟
上
市

秋
田
県
山
本
郡

三
種
町

能
代
市

北
秋
田
市

大

館
市

同
県
鹿
角
郡
小
坂
町

弘
前

市

平
川
市

黒
石
市

福
島
県
田
村
郡
小
野
町

田
村
市

郡
山
市

本
宮
市

会
津
若
松
市

同
県
河
沼
郡
会
津
坂
下
町

阿
賀
野

市

五
泉
市

宮
城
県
柴
田
郡
村
田
町

山
形
市

寒
河
江
市

山
形
県
西
村
山
郡
西
川

町

鶴
岡
市

遠
野
市

奥
州
市

花
巻
市

北
上

市

岩
手
県
和
賀
郡
西
和
賀
町

横

手
市

大
仙
市

富
岡
市

安
中
市

佐
久
市

小
諸
市

束
御
市

上
田

市

千
曲
市

長

野
市

須
坂
市

中
野
市

妙
高
市

高
崎
市

前
橋
市

渋
川
市

沼
田

市

南
魚
沼
市

魚
沼
市

小
千
谷

市

長
岡
市

見

附
市

三
条
市

燕
市



車 目 中
遊 動 央

北
関
東
自
動
車

道 道 動 束 東
車 目 関

富
士
吉

田
線

西
宮
線

長
野
線

水
戸
線

千
葉
富

津
線

東
京
都

世
田
谷

区 東
京
都

杉
並
区

高
崎
市

東
京
都

練
馬
区

千
葉
市

小
牧
市

富
士
古

田
市

西
宮
市

長
野
市

ひ
た
ち

な
か
市

水
戸
市

富
津
市

東
京

都
世

田
谷

区三
鷹

市調
布

市府
中

市国
立

市日
野

市人
玉

子
市相

模
原

市上
野

原
市大

月
市

下
野
市

宇
都
宮
市

同
県
河
内
郡

上
三
川
町

真
岡
市

桜
川
市

笠

間
市

茨
城
県
東
茨
城
郡
茨
城
町

水
戸
市

前
橋
市

伊
勢
崎
市

太
田
市

足

利
市

佐
野
市

栃
木
県
下
都
賀
郡

岩
舟
町

栃
木
市

同
郡
都
賀
町

市

潮
来
市

行
方
市

鉾
田
市

茨
城
県
東
茨
城
郡
茨
城
町

和
光
市

戸
田
市

さ
い
た
ま
市

川
口
市

草
加
市

八
潮
市

三
郷

市

松
戸
市

市
川
市

船
橋
市

習
志
野
市

千
葉
市

四
街
道
市

佐
倉
市

富
里
市

成
田
市

香
取

市
原
市

袖
ケ
浦
市

木
更
津
市

君
津
市

甲
州
市

笛
吹

市

甲

府
市

甲
斐
市

韮
崎

市

北

社
市

茅
野
市

諏
訪

市

岡

谷
市

都
留
市

山
梨
県
南
都
留
郡

富
士
河
口
湖
町

塩
尻
市

松
本
市

安
曇
野
市

千

曲
市

湖
南
市

野
洲
市

栗
東
市

草
津

市

大
津
市

京

都
市

向
日
市

長
岡
京
市

高
槻

市

茨
木
市

吹

田
市

豊
中
市

尼
崎
市

伊
那
市

駒
ケ
根

市

飯
田
市

中

津
川
市

恵
那
市

瑞
浪
市

土
岐

市

多
治
見
市

春
日
井
市

小
牧

市

岩
倉
市

一

宮
市

羽
島
市

大
垣
市

岐
阜
県

不
破
郡
関
ケ
原
町

米
原
市

彦
根

市

束
近
江
市

車 目 中
道 動 央

北
関
東
自
動
車

道 道 動 束 東
車 目 関

富
士
吉

田
線

西
宮
線

長
野
線

水
戸
線

千
葉
富

津
線

東
京
都

世
田
谷

区 東
京
都

杉
並
区

高
崎
市

東
京
都

練
馬
区

千
葉
市

小
牧
市

富
士
吉

田
市

西
宮
市

長
野
市

ひ
た
ち

な
か
市

水
戸
市

富
津
市

東
京

都
世

田
谷

区三
鷹

市調
布

市府
中

市国
立

市日
野

市人
王

子
市大

月
市

城
郡
友
部
町

同
県
東
茨
城
郡
茨
城

町

水
戸
市

宇
都
宮
市
、
同
県
河
内
郡
上
三
川
町

真
岡
市

笠
間
市

茨
城
県
西
茨

前
橋
市

伊
勢
崎
市

太
田
市

足

利
市

佐
野
市

栃
木
県
下
都
賀
郡

岩
舟
町

栃
木
市

同
郡
都
賀
町

町

同
県
鹿
島
郡
鉾
田
町

同
県
東

茨
城
郡
茨
城
町

和
光
市

戸
田
市

川
口
市

草
加

市

八
潮
市

三
郷
市

松
戸
市

市
川
市

船
橋
市

習
志
野
市

千

葉
市

四
街
道
市

佐
倉
市

成
田

市

佐
原
市

茨
城
県
行
方
郡
潮
来

市
原
市

木
更
津
市

君
津
市

甲
府
市

山
梨

県
北
巨

摩
郡
双

葉
町

韮
崎
市

同
郡

長
坂
町

茅
野

市

諏

訪
市

岡
谷
市

都
留
市

山
梨
県
南
都
留
郡

河
ロ
湖
町

塩
尻
市

松
本
市

更
埴
市

県
坂
田
郡
米
原
町

彦
根
市

八
日

市
市

草
津
市

大
津
市

京
都
市

向
日
市

長
岡

京
市

高
槻
市

茨
木
市

吹
田
市

豊
中
市

尼
崎

市 伊
那
市

駒
ケ
根

市

飯
田
市

中

津
川
市

恵
那
市

瑞
浪
市

土
岐

市

多
治
見
市

春
日
井
市

小
牧

市

岩
倉
市

一

宮
市

尾
西
市

羽
島
市

大
垣
市

岐
阜
県
不
破
郡

関
ケ
原
町

滋
賀



車 目 近
道 動 機

北
陸
自
動
車
道

中
部
横
断
自
動

車
道

第
二
東
海
自
動

車
道
横
浜
名
古

屋
線

東
海
北
陸
自
動

車
道

松
原
郡

智
勝
浦

線 名
古
屋

神
戸
線

天
理
吹

田
線

伊
勢
線

名
古
屋

亀
山
線

松
原
市

名
古
屋

市 天
理
市

名
古
屋

市 新
潟
市

静
岡
市

横
浜
市

一
宮
市

和
歌
山

県
束
牟

婁
郡
郡

智
勝
浦

町 神
戸
市

吹
田
市

伊
勢
市

T
I
1

亀
山
市

米
原
市

佐
久
市

名
古
屋

市 礪
波
市

桑
名
市

四
日
市
市

鈴
鹿
市

亀

山
市

甲
賀
市

栗
東
市

大
津
市

城
陽
市

京
田
辺
市

八
幡
市

枚
方
市

高
槻
市

茨
木
市

箕
面

市

川
西
市

宝
塚
市

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村

弥
富
市

大
和
郡
山
市

香
芝
市

柏
原
市

羽
曳
野
市

藤
井
寺
市

松
原
市

大
阪
市

八
尾
市

東
大
阪
市

大

東
市

門
真
市

守
口
市

摂
津
市

茨
木
市

鵺背I調剤 燕
市

三
条
市

見
附
市

長
岡
市

柏
崎
市

上
越
市

糸
魚
川
市

黒
部
市

魚
津
市

滑
川
市

富
山

市

射
水
市

高
岡
市

礪
波
市

小
矢
部
市

南
礪
市

金
沢
市

白

山
市

能
美
市

小
松
市

加
賀
市

あ
わ
ら
市

坂
井
市

福
井
市

鯖
江
市

越
前
市

敦
賀
市

長
浜

市 山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町

同
郡
増

穂
町

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
斐
市

韮
崎
市

北
社
市

長
野
県
南
佐
久

郡
佐
久
穂
町

佐
久
市

小
諸
市

藤
沢
市

綾
瀬
市

海
老
名
市

厚

木
市

伊
勢
原
市

秦
野
市

御
殿

場
市

裾
野
市

沼
津
市

富
士
市

富
士
宮
市

静
岡
市

藤
枝
市

島
田
市

掛
川
市

磐
田
市

浜
松

市

新
城
市

豊
川
市

岡
崎
市

豊
田
市

安
城
市

刈
谷
市

豊
明

市

名
古
屋
市

大
府
市

東
海
市

各
務
原
市

岐
阜
市

関
市

美
濃

市

郡
上
市

高
山
市

飛
騨
市

南
礪
市

愛
知
県

海
部
郡

飛
島
村

｢
輩
I

津
島
市

愛
西

市
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亀
山
市

津
市

松

阪
市

三

重
県
多
気

郡
多
気
町

尾
張
旭
市

名
古
屋
市

春
日
井
市

車 目 近
通 勤 畿

北
陸
自
動
車
道

中
部
横
断
自
動

車
道

第
二
東
海
自
動

車
道
横
浜
名
古

屋
線

東
海
北
陸
自
動

車
道

松
原
郡

智
勝
浦

線 名
古
屋

神
戸
線

天
理
吹

田
線 捌鐘I 然

松
原
市

名
古
屋

市 天
理
市

名
古
屋

市 新
潟
市

清
水
市

横
浜
市

一
宮
市

和
歌
山

緊
束
牟

婁
郡
郡

智
勝
浦

町 神
戸
市

吹
田
市 嚇離

滋
賀
県

坂
田
郡

米
原
町

佐
久
市

名
古
屋

市 礪
波
市

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村

桑
名
市

四
日
市
市

鈴
鹿
市

亀
山
市

大

津
市

城
陽
市

京
田
辺
市

八
幡

市

枚
方
市

高
槻
市

茨
木
市

箕
面
市

川
西
市

宝
塚
市

大
和
郡
山
市

香
芝
市

柏
原
市

羽
曳
野
市

藤
井
寺
市

松
原
市

大
阪
市

八
尾
市

東
大
阪
市

大

束
市

門
真
市

守
口
市

摂
津
市

茨
木
市

春
日

井
市

燕
市

三
条
市

見
附
市

長
岡
市

柏
崎
市

上
越
市

糸
魚
川
市

黒
部
市

魚
津
市

滑
川
市

富
山

市

高
岡
市

礪
波
市

小
矢
部
市

金
沢
市

松
任
市

小
松
市

加

賀
市

福
井
市

鯖
江
市

武
生
市

敦
賀
市

長
浜
市

山
梨
県
南
巨
摩
郡
身
延
町

同
郡
増

穂
町

同
県
北
巨
摩
郡
双
葉
町

韮

崎
市

同
郡
長
坂
町

長
野
県
南
佐

久
郡
八
千
穂
村

小
諸
市

藤
沢
市

綾
瀬
市

海
老
名
市

厚

木
市

伊
勢
原
市

秦
野
市

御
殿

場
市

裾
野
市

沼
津
市

富
士
市

清
水
市

静
岡
市

藤
枝
市

島

田
市

掛
川
市

浜
北
市

浜
松
市

新
城
市

岡
崎
市

豊
田
市

安

城
市

刈
谷
市

豊
明
市

名
古
屋

市

大
府
市

東
海
市

見
村

富
山
罪
外
砺
波
郡
城
端
町

町

同
県
大
野
郡
荘
川
村

同
郡
清

尾
西
市

各
務
原
市

岐
阜
市

関

市

美
濃
市

岐
阜
県
郡
上
郡
白
鳥

愛
知
県

海
部
郡

飛
島
村

桑
名

市津
島
市

桑
名

市

鶚I鮒需国事l割
津
市

久

居
市

松

阪
市

三

重
県
多
気

郡
勢
和
村

春
日
井
市

大
和
郡
山
市

大
和
郡
山
市

天
理
吹

天
理
市

吹
田
市

羽
曳
野
市

藤
井
寺
市

松
原
市

田
線

大
阪
市

八
尾
市

東
大
阪
市

大

東
市

門
真
市

守
口
市

摂
津
市

茨
木
市

愛
知
県
海
部
郡
飛
島
村

桑
名
市

四
日
市
市

鈴
鹿
市

亀
山
市

大

名
古
屋

名
古
屋

神
戸
市

津
市

城
陽
市

京
田
辺
市

八
幡

神
戸
線

市

市

枚
方
市

高
槻
市

茨
木
市

箕
面
市

川
西
市

町

み
町

同
県
東
牟
婁
郡
串
本
町

線

智
勝
浦

田
辺
市

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
す
さ

近
畿

町

み
町

同
郡
串
本
町

自
動

車
道

和
歌
山

堺
市

和
泉
市

岸
和
田
市

貝
塚

松
原
郡

緊
束
牟

市

泉
佐
野
市

泉
南
市

阪
南
市

智
勝
浦

松
原
市

婁
郡
那

和
歌
山
市

海
南
市

御
坊
市

線

智
勝
浦

田
辺
市

和
歌
山
県
西
牟
婁
郡
す
さ



車 目 山
遊 動 陰

車 目 横 中
道 動 断 圏

車 目 山
遊 動 陽

鳥塞
一礼
血
麒
議
錨
繍

嶽
-

-
繭
蟻
織毬

増

-‘上

里

離
職
““‘“鵲
“,

兵
庫
県
美
嚢
郡
吉
川
町

同
県
加
東

郡
滝
野
町

加
西
市

同
県
宍
粟
郡

山
陰

自
動

車
道

車 目 横 中
道 動 断 国

車 白 山
道 動 陽

山
陰

自
動

車
道

長
門
美

三
隅
美

山
ロ
県

祢
線

大
津
郡

美
祢
市

長
門
市

祢
線

長
門
市

美
祢
市

下
関
市



直
方
市

宮
若

市

福
津
市

古
賀
市

福
岡

市

大
野
城
市

鹿
児
島

鹿
児
島

太
宰
府
市

線

市

筑
紫
野
市

小

郡
市

鳥
栖
市

久
留
米
市

北
九
州

八
女
市

筑
後

市

市

み
や
ま
市

熊
本
県
玉
名

郡
和
水
町

山

鹿
市

合
志
市

宮
崎
線

宮
崎
市

熊
本
市

同

県
上
益
城
郡
嘉

島
町

同
郡
御

船
町

宇
城
市

直
方
市

古
賀

市

福
岡
市

大
野
城
市

大

宰
府
市

筑
紫

鹿
児
島

鹿
児
島

野
市

小
郡
市

線

市

鳥
栖
市

圦

留
米
市

八
女

市

筑
後
市

北
九
州

熊
本
県
玉
名
郡

市

菊
水
町

熊
本

市

同
県
上
益

城
郡
嘉
島
町

同
郡
御
船
町

宮
崎
線

宮
崎
市

八
代
市

人
吉

市

え
び
の
市

東
九
州
目
道
車

北
九
州

鹿
児
島

道

市

市

行
橋
市

福
岡
県
京
都
郡
豊
津
町

同
県
築
上
郡
椎
田
町

豊
前
市

中

津
市

宇
佐
市

大
分
県
速
見
郡
日

出
町

別
府
市

大
分
市

臼
杵
市

津
久
見
市

佐
伯
市

同
県
南
海

部
郡
蒲
江
町

延
岡
市

日
向
市
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薫
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鎗
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パ

サ

ー

ル

｢
p
a
s
a
r
幕
張
｣

の
オ
ー
プ
ン
と

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
取
組
み

東
日
本
高
速
道
路
㈱

一

は
じ
め
に

平
成
二
〇
年
三
月
二
〇
日

(木

･
祝
)、
京
葉
道
路

･
幕
張
パ
ー
キ
ン
グ
エ

リ
ア

(下
り
線
)
に
、
高
速
道
路
型
の
商
業
施
設

｢P
a

s

a

r
幕
張
｣
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
東
日
本
高
速
道
路
㈱

(N
E
X
C
O
東
日

本
)
に
と
っ
て
民
営
化
後
初
め
て
の
エ
リ
ア
改
築
事
業
と
し
て
、
恒
常
的
混

雑
の
緩
和
の
た
め
に
駐
車
場
が
大
幅
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
合
わ
せ
、
従
来

の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア

･
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア

(S
A

･
P
A
)
の
施
設
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
商
業
施
設
を
導
入
し
た
も
の
で
す
。
今
回

は
、
こ
の
オ
ー
プ
ン
に
合
わ
せ
て
、
｢
P

a
s
a
r
幕
張
｣
と
、
N
E
X
C
O

東
日
本
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
取
組
み
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
一
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
位
置
付
け

日
本
道
路
公
団
の
民
営
化
ス
キ
ー
ム
に
よ
り
、
高
速
道
路
の
通
行
料
金
の

設
定
に
当
た
っ
て
は
利
潤
を
含
め
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
高
速

道
路
会
社
が
民
間
企
業
と
し
て
成
長
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
利
益
の
源
泉

は
、
収
益
事
業
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
柱
と
な
る
の
が
サ
ー
ビ
ス

エ
リ
ア
事
業
で
す
。

N
E
×
C
O
東
日
本
で
は
、サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
基
本
方
針
と
し
て
、

『礎
づ
く
り
』
と

『華
づ
く
り
』
の
同
時
追
求
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

S
A

･
P
A
に
お
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
向
上
と
顧
客
ニ
ー
ズ
の

｢最

大
公
約
数
｣
へ
の
対
応

(標
準
化
)
を
図
る
と
同
時
に
、
地
域
の
特
性
や
立

地
条
件
に
応
じ
て
、
箇
所
ご
と
に
特
徴
あ
る
店
舗
作
り

(個
性
化
)
を
目
指

し
、
S
A
･
P
A
の
価
値
を
高
め
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
取
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
S
A

･
P
A
を
、

｢あ
る
か
ら
利
用
す
る
施
設
｣
か
ら

｢進
ん
で
利
用
し
た
く
な
る
施
設
｣
へ

と
転
換
し
て
い
く
た
め
、
新
た
に

｢
P
a

s

a

r
｣
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
で
、

魅
力
的
な
商
業
施
設
の
建
設
を
積
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま



す
。
｢
P

a
s
a
r
｣
は
、
首
都
圏
等
の
拠
点
的
な
s
A

･
P
A
で
展
開
す

る
高
速
道
路
型
の
商
業
施
設
で
、
N
E
X
C
O
東
日
本
で
は
、
今
後
、
一
0

年
間
で
二
〇
ヵ
所
程
度
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
よ

り
、
こ
れ
ま
で
の
画

一
的
な
S
A

･
P
A
の
イ
メ
ー
ジ
を

一
新
し
、
多
く
の

お
客
さ
ま
に
、
｢S
A

･
P
A
が
変
わ
っ
た
｣
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

霊

『P
a
s
a

r
｣
が
目
指
す
も
の

高
速
道
路
に
お
け
る
安
全
･
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
適
当

な
間
隔
で
休
憩
を
取
り
、
生
理
的
欲
求
を
満
た
し
た
り
、
飲
食
物
を
摂
っ
た

り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
S
A
･
P
A
の
当
初
の
設
置
目
的
も
、
高
速
道

路
と
い
う
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
の
中
で
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
い
う
観
点

か
ら
、
お
客
さ
ま
が
休
憩
で
き
る
場
所
の
提
供
や
、
最
低
限
の
欲
求
を
満
た

す
た
め
の
施
設
の
設
置
に
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
S

A
･
P
A
で
は
、
運
転
途
中
の

｢休
憩
｣
機
能
が
重
視
さ
れ
、
画
一
的
な
商

品

.
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
名
神
高
速
道
路
が
日
本
初
の
高
速
道
路
と
し
て
開
通
し

て
以
来
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
や
購
買
行
動
は
著
し
く
多
様
化
し
、
最
近
で
は
、

物
の
本
質
的
な
使
用
価
値
よ
り
も
付
加
的
な
心
理
価
値
が
重
視
さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
ま
す
。
市
中
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
商
業
施
設
で

は
、
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
捉
え
、
あ
る
い
は
先
取
り
す
る
よ
う
な

店
舗
展
開
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
中
、
従
来
型
の
S
A
･
P
A

は
、
市
中
の
商
業
施
設
に
大
き
く
遅
れ
を
と
っ
て
お
り
、
お
客
さ
ま
の
二
-

ズ
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
施
設
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

お
客
さ
ま
に
S
A
･
P
A
を

｢進
ん
で
利
用
｣
し
て
い
た
だ
き
、
同
時
に

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
収
益
を
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
は
、
市
中
の
商
業

施
設
に
劣
ら
な
い
、
魅
力
的
な
商
業
施
設
を
S
A
･
P
A
に
導
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
顧
客
属
性
に
合
わ
せ
た
、
顧
客
ニ
ー
ズ
を
積

極
的
に
取
り
込
め
る
よ
う
な
業
態
ミ
ッ
ク
ス
や
品
揃
え
が
必
要
で
す
。
こ
れ

を
実
現
す
る
取
組
み
が

｢
P
a
s
a
r
｣
な
の
で
す
。

視
点
を
変
え
る
と
、
S
A
･
P
A
は
、
移
動
の
手
段
と
し
て
高
速
道
路
を

利
用
さ
れ
る
お
客
さ
ま
が
、
旅
行
な
ど
の
過
程
で
立
ち
寄
る
場
所
で
す
が
、

高
速
道
路
内
に
い
な
が
ら

｢地
域
｣
を
感
じ
ら
れ
る
場
所
と
も
い
え
ま
す
。

｢
P
a
s
a
r
｣
で
は
、
市
中
で
人
気
の
高
い
テ
ナ
ン
ト
を
誘
致
す
る
こ
と

に
加
え
て
、
そ
の
場
所
な
ら
で
は
の
地
域
性
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
｢旅

の
楽
し
み
｣
を
演
出
し
て
い
き
ま
す
。

｢
P

a
s
a
r
｣
と
は
、
｢
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
｣
の

"
P
A
"
、

｢
サ

ー

ビ
ス
エ
リ
ア
｣
の

"
S
A
"
、
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン

(男
匹
環
藝
8
)
の

"
R
"

を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
は

｢市
場
｣
、
ス
ペ

イ
ン
語
で
は

｢立
ち
寄
る
｣
、
｢
(時
を
)
過
ご
す
｣
と
い
っ
た
意
味
の
単
語

で
も
あ
り
ま
す
。
s
A
･
P
A
の
新
し
い
形
と
し
て
、
｢旅
の
途
中
に
立
ち

寄
っ
て
ほ
っ
と

一
息
つ
け
る
場
所
｣
、
｢旅
の
途
中
で
楽
し
く
過
ご
せ
る
に

ぎ
わ
い
の
場
｣
を
お
客
さ
ま
に
提
案
し
て
い
き
た
い
と
の
思
い
を
込
め
て
い

ま
す
。

四

幕
張
P
A
の
改
築
事
業
と

『P
a
s
a

r
幕
張
』

こ
の

｢
P

a
s
a
r
｣
の
記
念
す
べ
き
第

一
号
店
が
、
京
葉
道
路

幕
張

P
A
に
オ
ー
プ
ン
す
る

｢
P
a
s
a
r
幕
張
｣
(下
り
線
)
で
す
。

幕
張
P
A
は
、
東
京
か
ら
東
へ
約
三
〇
脳
、
東
京
と
千
葉
を
結
ぶ
大
動
脈
、

京
葉
道
路
の
中
間
に
位
置
し
、

一
日
の
交
通
量
が
片
側
約
五
○
、
0
0
0
台

お 道行セ 2008,3



を
誇
る
P
A
で
す
。
駐
車
場
の
混
雑
が
恒
常
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
N

E
X
C
O
東
日
本
で
は
、
そ
の
混
雑
緩
和
の
た
め
の
駐
車
場
の
拡
張
等
と
合

わ
せ
て
、
商
業
施
設
の
全
面
改
築
を
行
う
計
画
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、
｢
こ
れ
ま
で
の
S
A

･
P
A
を
変
え
る
商
業
施

設
｣
を
目
指
し
て
民
営
化
直
後
に
ス
タ
ー
ト
し
、
市
中
の
商
業
施
設
で
実
績

の
あ
る
商
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
力
も
借
り
な
が
ら
、
よ
う
や
く

｢P
a
s

a
r
幕
張
｣
と
い
う
形
で
実
現
し
た
も
の
で
す
。
｢P
a

s

a

r
幕
張
｣
は
、

幕
張
P
A
の
顧
客
属
性
や
利
用
特
性
に
マ
ッ
チ
し
た
商
業
施
設
に
な
っ
て
い

る
と
自
負
し
て
い
ま
す
し
、
テ
ナ
ン
ト
リ
ー
シ
ン
グ
の
面
で
も
、
市
中
と
は

環
境
の
異
な
る
S
A
･
P
A
へ
の
出
店
と
い
う
こ
と
で
難
し
い
面
も
あ
り
ま

し
た
が
、
市
中
の
商
業
施
設
で
も
実
績
の
あ
る
、
お
客
さ
ま
の
支
持
の
高
い

テ
ナ
ン
ト
に
ご
出
店
い
た
だ
け
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

な
お
、
下
り
線
と
と
も
に
事
業
を
進
め
て
い
る

｢
P

a
s
a
r
幕
張
｣

(上
り
線
)
は
、
平
成
三
〇
年
夏
に
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
す
る
予
定
で
す
。

そ
れ
で
は
、
N
E
×
C
O
東
日
本
の
今
後
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
基

礎
に
な
る

｢
P
a
s
a
r
幕
張
｣
(下
り
線
)
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

飲
食
ニ
ー
ズ
と
物
販
ニ
ー
ズ
と
い
う
基
本
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
つ
つ
、
従
来
型

の
s
A
･
P
A
と
は
違
う
商
業
施
設
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

1

施
設
配
置
コ
ン
セ
プ
ト

お
客
さ
ま
が
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ン
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
空
間
を
創
り

出
し
、
お
客
さ
ま
に

〃あ
ん
し
ん
"
と

"か
ん
ど
う
"
を
提
供
す
る
快
適
な

商
業
施
設
と
す
る
た
め
、
市
中
の
商
業
施
設
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る

｢2

核
1
モ
ー
ル
｣
の
施
設
配
置
を
採
用
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
集
客
の
核
と
な

M
…　

R
"

ミ

　　
　　
　

　
　
　　
　

　
　　　　　
　
　

な

に
｣

"ン

　　　　　
　　　
　　　　　　
　

　
　　　
　

　
　

　

ートー
ノーミ
ミ
メ
ノ
ノ

ノ

~}
‘‘

待機
薔

粁

)

核
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濃
鬘
秘

象′
ムグ

る
施
設
を
両
端
に
配
置
し
、
そ
の
間
を

｢
モ
ー
ル
｣
(散
歩
道
)
で
つ
な
い

で
、
お
客
さ
ま
が
回
遊
し
な
が
ら
買
い
物
や
飲
食
を
楽
し
め
る
よ
う
に
す
る

も
の
で
、
高
速
道
路
の
特
性
か
ら
、
一
一
つ
の

｢核
｣
は
、
ト
イ
レ
と
二
四
時

間
営
業
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
し
て
い
ま
す
。
横
長
の
施
設
形
状
と

な
る
下
り
線
で
は
、
両
端
に
置
か
れ
た
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
ト
イ
レ

の
間
を
往
来
す
る
動
線
と
そ
の
周
り
の
シ
ョ
ッ
プ
を
街
並
に
見
立
て
、
中
央

に
人
の
溜
ま
り
を
作
る
こ
と
で
、
施
設
内
の
シ
ョ
ッ
プ
へ
の
回
遊
性
を
演
出

し
て
い
ま
す

(図
1

･
2
)
。



2

店
舗
の
特
徴

コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
、

コ
ー
ヒ
ー
シ

ョ
ッ
プ
、
白
一

然
派
ビ

ュ
ッ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
、
フ
ー
ド
コ
ー
ト
及
び
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン
の
五
つ
の
業
態
で
構
成
さ
れ
ま
す

(図
3
)。

顧
客
属
性
を
重
視
し
、
行
楽
地
へ
の
途
中
や
東
京
か
ら
の
帰

途
で
の
利
用
シ
ー
ン
を
想
定
し
、
市
中
で
も
人
気
の
店
舗
を
導

入
し
ま
し
た
。
計
一
九
店
舗
の
う
ち
、
高
速
道
路
初
出
店
の
店

舗
が
一
四
店
で
、
そ
の
う
ち
九
店
舗
は
、
こ
れ
ま
で
市
中
に
も

な
か
っ
た
新
し
い
業
態
で
の
出
店
と
な
っ
て
い
ま
す
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
は

｢
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
｣
(図
4
)

が
出
店
し
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
は

｢
タ
リ
ー
ズ

コ
ー
ヒ

ヒサ

　

　

*

キ

　

　

$
ト

36

チ

旧
ン
ト
ル

ン
O

鱒
ラ
一
一

〇

E
プ
ザ
ル

酊
郎

ブ
B

等
ツ
デ
タ
ミ
乱
獺

一
R

酊
ッ
ル
工
粥
α
柿

オ
A

d
ナ
テ
リ
寶
E
;

軒
グ
G

o

一
ス
ト
匠
湘
安
陽

ッ
京

C
ド
パ
ラ
栞
な
柿
崎
ビ
東

　　
霊

⑥

⑦
[旬穣倶楽部 凡例]
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う

ー
｣
(図
5
)
が
高
速
道
路

　
　

　
　
　

　
　
　
　
　

"
･

千

自
然
派
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
レ
ス

、ふ

み

ト
ラ
ン
は
、
丸
の
内
で
も
大

,

恵

人
気
の
｢野
の
葡
萄
｣
が
新

鋭藁

た
に
提
案
す
る
｢千
葉
憲

き

･形
ン

み

千
の
ぶ
ど
う
｣
で
す
。

　

　
　
　　

,

朴
地
元
千
葉
の
野
菜
を
た
つ
ぶ

し

り
使
っ
た
手
造
り
料
理
の

写真 ビュッフェレストラン ｢千葉の恵み 千のぶどう｣

数
々
と
、
炊
き
立
て
ご
飯
、

お
味
噌
汁
、
コ
ー
ヒ
ー
ま
で
、

お
好
き
な
だ
け
お
楽
し
み
い

た
だ
け
る

｢お
袋
料
理
で
元

気
に
お
腹
い
っ
ぱ
い
｣
な
ビ

ュ
ッ
フ
ェ
レ
ス
ト
ラ
ン
で
す

(写
真
)
。

フ
ー
ド
コ
ー
ト
は
、
ベ
ー
カ
リ
ー
、
自
家
製
麺
う
ど
ん

･
そ
ば
、
こ
だ
わ

り
お
む
す
び
、
カ
ツ
丼

･
カ
ツ
カ
レ
ー
、
と
ん
こ
つ
醤
油
ラ
ー
メ
ン
、
ス
イ

ー
ツ
の
六
店
舗
を
、
市
中
の
商
業
施
設
に
も
多
数
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
フ
ー
ド

コ
ー
ト
を
出
店
し
て
い
る
㈱
ク
リ
エ
イ
ト

･
レ
ス
ト
ラ
ン
ツ
が
運
営
し
ま

す
。
従
来
型
の
s
A

･
P
A
の
ス
ナ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
と
は

一
線
を
画
す
フ
ー

ド
コ
ー
ト
で
、
出
来
立
て
に
こ
だ
わ
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
し
ま
す

(図

6
)
0

し
ゅ
ん
せ
ん
く

ら

ぷ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ゾ
ー
ン
で
は
、
新
た
に

｢
句
撰
倶
楽
部
｣
の
ブ
ラ
ン
ド
で
、

立
地
や
利
用
シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
句
な
商
材
を
厳
選
し
、
地
域
性
を
演
出
し

ま
す
。
行
楽
地
へ
の
途
中
や
東
京
か
ら
の
帰
途
の
ご
利
用
を
想
定
し
、
〃東

京
名
物
"
"都
会
的
"
〃
ト

レ
ン
ド
“
な
ど
を
キ
ー
ワ

ト

ー
ド
に
、
都
会
的
な
雰
囲

気
の
売
り
場
に
、
話
題
の

　
　
　
　
　

　

ス
イ
ー
ツ
や
惣
菜
な
ど
を

取
り
揃
え
た
一
〇
店
舗
か

ら
な
る
複
合
シ
ョ
ッ
プ
と

し
て
運
営
し
、
こ
の
う
ち
、

笹
川
=幽

六
店
舗
で
は
、
高
速
道
路

で
、初
め
て
、販
売
す
ノリハル高
間口加

癰

　　
　　
　
　　　
　
　　　
　
　　

　

な
お
、
夏
に
グ
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ン
予
定
の

｢P
a

s

@

a
r
幕
張
｣
(上
り
線
)
の

　
　
　
　

　

利
用
を
想
定
し
、
子
葉
銘

/急
ゴ
ー
点
≧

　
　
　
　
　
　

産
“
"地
域
限
定
“
"地
産
地

/

あ
る
醤
油
蔵
を
イ
メ
ー
ジ

し
た
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の

売
り
場
に
、
千
葉
の
銘
品

図 6 出来たてメニューを提供する ｢フードコート｣



を
集
め
、
『千
葉
気
分
』
を

演
出
し
ま
す

(図
7
)。

3

駐
車
場
の
拡
張
と

ト
イ
レ
の
改
築
等

幕
張
P
A
の
改
築
事
業
で

は
、
駐
車
場
や
ト
イ
レ
な
ど

の
施
設
も
改
良
し
、
パ
ー
キ

ン
グ
エ
リ
ア
全
体
が
快
適
な

施
設
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

駐
車
ス
ペ
ー
ス
は
、
従
来

の
約
二
倍

(計
二
六
二
台
)

に
拡
張
さ
れ
ま
す
。
,恒
常
化

し
て
い
た
駐
車
場
の
混
雑
が

緩
和
さ
れ
、
使
い
や
す
く
、

よ
り
安
全
に
な
り
ま
す
。

ト
イ
レ
は
、
こ
れ
ま
で
の

高
速
道
路
の
ト
イ
レ
イ
メ
ー

ジ
を
刷
新
し
、
ホ
テ
ル
ラ
イ

ク
な
も
の
に
改
良
さ
れ
ま

ん
　
　

　
　

　
遂き

　
　
　　
　
　

　

　

　

　
　

　　
　
　　
　

　

　　

　

　　

　

　　

　
旬顔倶楽部｣

す
。
パ
ウ
ダ
ー
コ
ー
ナ
ー

(男
女
)
や
フ
ィ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム

(女
性
)

の
配
置
や
大
型
ブ
ー
ス

(ベ
ビ
ー
ベ
ッ
ド
、
オ
ス
ト
メ
イ
ト
)
の
導
入
な
ど
、

設
備
を
充
実
し
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も

一
層
快
適
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、
厨
房
及
び
ト
イ
レ
か
ら
の
排
水
の
再
利
用
や
保
水
性
材
料
を
使
用

し
た
歩
道
部
の
ブ
ロ
ッ
ク
舗
装
な
ど
、
環
境
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
駐
車

場
と
歩
道
部
の
段
差
を
解
消
す
る
な
ど
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
図
り
ま
す
。

五

最
橇
に

サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
は
、
民
間
企
業
と
し
て
収
益
を
拡
大
す
る
た
め
に

大
き
く
成
長
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
で
す
。
こ
の
た
め
の
取
組
み
と

し
て
、
N
E
×
C
O
東
日
本
で
は
、
｢
P

a
s
a
r
｣
の
展
開
と
と
も
に
、

専
門
店
の
導
入
、
｢ど
ら

(道
楽
)
弁
当
｣
の
販
売
、
｢
メ
ニ
ュ
ー
コ
ン
テ

ス
ト
｣
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
促
進
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の

強
化
等
に
よ
り
、
S
A
･
P
A
の
魅
力
度
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
取
組
み
に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
お
客
さ
ま
に
S
A
･
P
A
を
お
楽

し
み
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
S
A
･
P
A
の
商
業
施
設
の
充
実

は
、
収
益
の
拡
大
だ
け
で
な
く
、
エ
キ
ナ
カ
の
商
業
施
設
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
高
速
道
路
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

今
後
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
単
に
建
物
を
テ

ナ
ン
ト
に
賃
貸
し
て
賃
料
収
入
を
得
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
お
客
さ
ま
の

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
テ
ナ
ン
ト
を
選
定
し
、
時
代
に
合
っ
た
業
態
を
開
発
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
事
業
で
あ
り
、
民
間
企
業
の
発
想
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
て
い
く
べ
き
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。
高
速
道
路
と
い
う
閉
鎖
的
な
空

間
の
中
で
収
益
を
確
保
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
一
層
の
収
益
の
拡
大
を
図

っ
て
い
く
た
め
に
は
、
市
中
の
商
業
施
設
に
も
劣
ら
な
い
、
S
A
･
P
A
な

ら
で
は
の
商
業
施
設
を
創
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
N
E
×
C
O
東
日
本

で
は
、
従
来
の
高
速
道
路
の
枠
組
み
を
超
え
た
発
想
で
、
市
場
の
変
化
に
柔

軟
に
対
応
し
、
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
事
業
の
拡
充
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

20 道行セ 2008.3



襁
臟
事
業
等
悸
算
実
務
講
座
Q
&
A

廼
騰
局
所
轡
国
庫
補
助
事
業
の
繰
越
し
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道
･環
境
課
地
域
道
路
調
整
室
課
長
補
佐

渚
堺
熊悌
二

一

歳
出
予
算
繰
越
し
の
意
義

二

歳
出
予
算
繰
越
し
の
態
様

毎
会
計
年
度
の
歳
出
予
算
の
経
費
の
金
額
は
、
こ
れ
を
当
該
年
度
内
に
お

い
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
使
用
し
終
わ
ら
な
か
っ
た
経
費
の
金

額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
不
用
と
す
る
の
が
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
の
経
費
の
内
容
や
使
用
の
方
法
が
極
め
て
複
雑
多
岐

に
わ
た
っ
て
い
る
だ
け
に
、
す
べ
て
の
場
合
に
こ
の
原
則
ど
お
り
に
処
理
す

る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
不
利
、
不
経
済
又
は
非
効
率
と
な
っ
て
実
情
に
沿
わ

な
い
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
財
政
法
は
、
若
干
の
例
外
を
認
め
て
、
一
定
の
条
件
の
下
に
本
来

な
ら
ば
不
用
と
す
る
歳
出
予
算
の
経
費
の
金
額
を
翌
年
度
に
繰
越
し
て
使
用

す
る
み
ち
を
ひ
ら
き
、
国
の
経
費
の
経
済
的
、
効
率
的
な
執
行
を
期
待
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
が
歳
出
予
算
の
繰
越
し
の
制
度
で
す
。

歳
出
予
算
の
繰
越
し
の
制
度
は
、
前
述
の
よ
う
に
国
の
経
費
経
済
的
、
効

率
的
な
執
行
を
期
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
が
、
歳
出
予
算
の
性
質
及

び
会
計
年
度
独
立
の
原
則
に
対
す
る
特
例
で
あ
り
、
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

現
在
、
繰
越
し
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
①
明
許
繰
越
し
、

②
事
故
繰
越
し
、
③
継
続
費
の
年
割
額
の
逓
次
繰
越
し
及
び
④
特
別
会
計
法

の
特
別
規
定
に
よ
る
繰
越
し
の
四
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
道
路
局
所
管
国
庫
補
助
事
業
に
関
係
の
あ
る
明
許
繰
越
し
及

び
事
故
繰
越
し
に
つ
い
て
以
下
説
明
し
ま
す
。

ー

明
許
繰
越

明
許
繰
越
し
と
は
、
財
政
法
第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

繰
越
し
で
す
。



(項
)
道
路
事
業
費

“

北
海
道
道
路
事
業
費

“

離
島
道
路
事
業
費

“

沖
縄
道
路
事
業
費

“

道
路
環
境
整
備
事
業
費

“

北
海
道
道
路
環
境
整
備
事
業
費

“

離
島
道
路
環
境
整
備
事
業
費

“

沖
縄
道
路
環
境
整
備
事
業
費

“

地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金

(関
係
分
の
み
抜
粋
)

事

項

事
業
の
性
質
上
そ
の
実
施
に
相
当
の
期

間
を
要
し
、
か
つ
、
事
業
が
本
年
度
内
に

終
わ
ら
な
い
場
合
に
も
引
き
続
い
て
実
施

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
計
画
又

は
設
計
に
関
す
る
諸
条
件
、
気
象
又
は
用

地
の
関
係
、
補
償
処
理
の
困
難
、
資
材
の

入
手
難
、
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
由

に
よ
り
、
年
度
内
に
支
出
を
完
了
す
る
こ

と
が
期
し
難
い
場
合
も
あ
る
た
め

事

由

す
な
わ
ち
、
歳
出
予
算
の
う
ち
、
そ
の
性
質
上
又
は
、
予
算
成
立
後
の
事

由
に
基
づ
き
年
度
内
に
そ
の
支
出
を
終
わ
ら
な
い
見
込
み
の
あ
る
も
の
に
つ

い
て
、
予
め
国
会
の
議
決
を
経
て
翌
年
度
に
繰
越
す
も
の
で
あ
り
、
平
成

一

九
年
度
の
道
路
整
備
特
別
会
計
予
算
で
は
、
次
の
と
お
り
繰
越
明
許
費
と
し

て
議
決
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
明
許
繰
越
し
が
で
き
る
の
は
、
右
表
の
事
項
欄
に
示
さ
れ

た
科
目
で
、
か
つ
、
繰
越
し
と
な
る
理
由
が
右
表
の
事
由
欄
に
示
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

以
下
に
繰
越
事
由
の
う
ち

一
般
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
例
示
的
に
説
明
し

ま
す
。

の
設
計
に
関
す
る
諸
条
件
に
よ
る
場
合

工
事
の
設
計
を
行
う
際
、
通
常
な
ら
ば
二
ヶ
月
を
要
す
る
設
計
が
そ
の
過

程
に
お
い
て
予
想
外
の
特
殊
な
設
計
を
必
要
と
す
る
箇
所
が
生
じ
、
そ
の
設

計
に
要
す
る
期
間
が
当
初
予
定
し
て
い
た
期
間
よ
り
延
び
た
こ
と
に
よ
り
、

ま
た
、
当
初
の
設
計
に
よ
っ
て
工
事
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
調
査
若
し
く

は
予
想
に
反
し
て
地
盤
が
軟
弱
で
あ
っ
た
た
め
に
当
初
の
設
計
を
変
更
す
る

必
要
が
生
じ
、
こ
の
た
め
に
工
事
の
進
捗
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
よ
り
、

当
該
工
事
が
年
度
内
に
完
成
し
な
い
よ
う
な
場
合

⑭
気
象
の
関
係
に
よ
る
場
合

通
常
の
気
象
条
件
で
あ
れ
ば
そ
の
工
事
が
完
成
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
た

も
の
が
、
例
年
に
な
い
気
象
の
異
常
に
よ
り
工
事
の
進
捗
に
支
障
を
及
ぼ
し

た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
工
事
が
年
度
内
に
完
成
し
な
い
よ
う
な
場
合
。

な
お
、
繰
越
し
の
承
認
を
得
る
際
に
は
気
象
の
異
常
性
を
証
す
る
資
料
が

必
要
で
あ
り
、
積
雪
寒
冷
地
域
に
お
い
て
施
工
の
時
期
が
単
に
積
雪
の
時
期

に
至
っ
た
た
め
工
事
の
施
工
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
予
見
可
能
と
言

え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

｢気
象
の
関
係
に
よ
る
場
合
｣
に
は
該
当
し

ま
せ
ん

①
用
地
の
関
係
に
よ
る
場
合

道
路
用
地
の
確
保
の
た
め
用
地
交
渉
に
入
っ
た
も
の
の
、
土
地
単
価
に
対

す
る
不
服
や
代
替
地
選
定
等
の
関
係
か
ら
交
渉
が
難
航
し
た
こ
と
に
よ
り
、

土
地
の
引
渡
し
又
は
移
転
登
記
が
年
度
内
に
完
了
し
な
い
、
あ
る
い
は
工
事

が
年
度
内
に
完
成
し
な
い
よ
う
な
場
合

0
補
償
処
理
の
困
難
に
よ
る
場
合

道
路
敷
地
と
し
て
必
要
な
用
地
上
に
あ
る
家
屋
等
の
移
転
補
償
交
渉
が
難

航
し
た
結
果
、
あ
る
い
は
、
移
転
補
償
契
約
は
成
立
し
た
が
、
家
屋
等
の
移

転
工
事
が
何
ら
か
の
理
由
で
遅
れ
た
結
果
、
当
該
用
地
の
取
得
が
年
度
内
に

完
了
し
な
い
よ
う
な
場
合
。
ま
た
は
、
工
事
施
工
に
伴
い
発
生
す
る
公
害
問

題

(騒
音
、
振
動
、
水
質
汚
濁
等
)
の
補
償
交
渉
に
つ
い
て
地
元
と
の
調
整



が
難
航
し
た
結
果
、
不
足
の
日
数
を
要
し
、
当
該
工
事
が
年
度
内
に
完
了
し

な
い
よ
う
な
場
合

③
資
材
の
入
手
難
に
よ
る
場
合

工
事
材
料
で
あ
る
鋼
材
や
セ
メ
ン
ト
等
が
品
不
足
に
よ
り
そ
の
入
手
が
思

う
に
ま
か
せ
ず
、
こ
の
た
め
に
工
事
の
施
工
に
支
障
を
き
た
し
当
該
工
事
が

年
度
内
に
完
成
し
な
い
よ
う
な
場
合

2

事
故
繰
越

事
故
繰
越
と
は
、
財
政
法
第
四
十
二
条
但
し
書
き
の
規
定
に
よ
っ
て
行
わ

れ
る
繰
越
し
で
す
。

事
故
繰
越
の
要
件
は
、
支
出
負
担
行
為
を
し
た
後
に
お
い
て
、
繰
越
し
の

原
因
と
な
る
避
け
難
い
不
測
の
事
故
が
発
生
し
、
年
度
内
に
支
出
が
完
了
し

な
い
場
合
で
す
。

こ
の
場
合
の

｢支
出
負
担
行
為
を
し
た
後
｣
と
は
、
繰
り
越
さ
れ
た
年
度

に
お
け
る
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
原
則
と
し
て
契
約
済
み
で

あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

｢避
け
難
い
事
故
｣
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
規
定
は
な
く
、
社
会

通
念
上
避
け
難
い
事
故
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
ま
す
が
、
明
許

繰
越
を
し
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
明
許
繰
越
を
し
た
際
と
異
な
る
理
由

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
避
け
難
い
事
故
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
事
故
繰
越
を
行
う
場
合
に
は
、

繰
り
越
し
た
年
度
に
お
い
て
事
業
が
確
実
に
執
行
で
き
る
と
い
う
見
通
し
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
不
用
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
を
事
故
繰
越
す

る
こ
と
は
合
理
的
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
場

合
に
は
、
当
該
経
費
を
不
用
と
し
、
事
業
執
行
の
熟
度
が
高
ま
っ
た
時
点
で
改

め
て
予
算
措
置
を
行
う
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
の
考
え
で
す
。

三

最
後
に

道
路
局
所
管
国
庫
補
助
事
業
で
は
、
従
来
か
ら
機
会
あ
る
ご
と
に
そ
の
適
正

な
執
行
を
図
る
よ
う
強
く
求
め
ら
れ
て
お
り
、
繰
越
事
務
手
続
を
と
る
こ
と
な

く
年
度
経
過
後
も
引
き
続
き
工
事
等
を
施
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る
未
竣
功
工
事
の

根
絶
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
注
意
喚
起
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
残
念
な

が
ら
、
い
ま
だ
に
未
竣
功
工
事
の
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
左

記
の
点
に
効里
息
し
、
適
正
な
事
業
の
実
施
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

>苦たに お ^^ ^ 0

【参
考
】

未
竣
工
工
事
の
防
止
に
つ
い
て

(平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
道
総
第
一
七
一
一
号
ほ
か
)

道
路
局
長
通
達
抜
粋

①
事
業
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
執
行
状
況
の
的
確
な
把
握
等
に
よ
り
年
度
内
完
成
に

努
め
る
こ
と

②
繰
越
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
簡
素
合
理
化
の
た
め
の
各
般
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
事
業
の
年
度
内
完
成
が
困
難
と
見
込

ま
れ
る
と
き
は
、
予
定
金
額
を
も
っ
て
繰
越
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

(財
政
法

(昭
和
二
二
年
法
律
第
三
四
号
)
第
四
十
三
条
第
二
項
参
昭
巴
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
速
や
か
に
繰
越
事
務
手
続
を
執
る
ほ
か
、
繰
越
明
許
費
に
係
る
翌
年
度
に
わ
た
る

債
務
負
担
制
度

(財
政
法
第
四
十
三
条
の
三
参
照
)
の
積
極
的
な
活
用
を
図
る
な
ど
適

切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

③
未
竣
功
工
事
は
、
財
政
法
等
の
法
令
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
り
、
既
に

｢未
竣
功
工

事
の
防
止
に
つ
い
て

(昭
和
五
五
年
一
二
月
三
日
付
け
建
設
省
会
発
第
九
九
一
号
建
設

事
務
次
官
通
達
)｣
で
通
知
し
た
と
お
り
、
未
竣
功
工
事
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
補
助

金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(昭
和
三
〇
年
法
律
第
一
七
九
号
)

に
基
づ
き
、
補
助
金
等
の
交
付
決
定
を
取
り
消
し
、
そ
の
返
還
を
求
め
る
所
存
で
あ
る

こ
と



輌
卿
諦
呵
に
謝
す
る
葉
篝
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

大
野
係
員

え
ー
っ
と
、
法
的
根
拠
か
ぁ
!
･。

坂
上
係
員

大
野
君
、
ど
う
し
た
の
?

独
り
言
な
ん
か
言
っ
て
。

大
野
係
員

あ
、
坂
上
さ
ん
。
今
度
、
市
役
所
の
占
用
担
当
の
方
が
異
動
に

な
っ
て
、
新
任
の
方
か
ら
挨
拶
の
メ
ー
ル
が
届
い
て
た
ん
で
す
。
そ
こ
に

さ
っ
そ
く
質
問
で
、
占
用
物
件
を
き
ち
ん
と
維
持
管
理
す
る
こ
と
を
占
用

者
に
義
務
づ
け
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
法
的
根
拠
は
何
な
ん
で
す
か
?

ー
っ
て
書
い
て
あ

っ
た
ん
で
す
。

坂
上
係
員

な
る
ほ
ど
ね
。
確
か
に
道
路
法

(以
下
、
法
)
に
は
、
占
用
物

件
は
占
用
者
が
適
切
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
と
い
う
よ
う
な
明
文
規
定
は

な
い
も
の
ね
。
で
、
大
野
君
は
ど
う
思
う
の
?

大
野
係
員

え
え
と
、
道
路
法
で
は
、
第
四
十
三
条
で
道
路
に
関
す
る
禁
止

行
為
と
し
て
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為

を
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
ま
す
け
ど

(資
料
1
参
照
)。

坂
上
係
員

う
ー
ん
。
確
か
に
占
用
物
件
を
適
切
に
管
理
し
な
い
こ
と
は
、

道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
か
も
し
れ
な
い

け
ど
、
こ
の
質
問
は
も
っ
と
具
体
的
な
こ
と
を
聞
い
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
?

大
野
係
員

あ
、
そ
う
す
る
と
、
許
可
条
件
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
?

直
轄

国
道
上
で
は
、
占
用
許
可
を
す
る
際
に
、
｢占
用
物
件
は
、
道
路
の
構
造

上
若
し
く
は
交
通
上
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
、占
用
者
の
負
担
に
お
い
て
、

適
正
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
。｣
と
い
っ
た
許
可
条
件
を
付
与
し
て
ま
す

よ
ね
。

坂
上
係
員

そ
う
ね
。
そ
の
許
可
条
件
の
法
的
根
拠
を
答
え
れ
ば
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
し
ら
。
大
野
君
、
い
い
機
会
だ
し
、
こ
こ
で
許
可
条
件
に
つ
い

て
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
許
可
条
件
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
で
は
ど
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
し
ら
?

　

大
野
係
員

許
可
条
件
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
十
七
条
で
、
｢国
土
交
通
大

堀

臣
及
び
道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
許
可
、
認
可

ャ

又
は
承
認
に
は
、
(中
略
)
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を
防

鮴

止
し
、
そ
の
他
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
附
す
る

こ
と
が
で
き
る
。｣
と
定
め
て
あ
り
ま
す

(資
料
2
参
照
)。

%



坂
上
係
員

そ
の
と
お
り
ね
。
で
も
、
道
路
法
で
は
、

ひ
と
つ
条
件
に
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
?

そ
の
と
お
り
ね
。
で
も
、
道
路
法
で
は
、
占
用
に
関
し
て
も
う

大
野
係
員

え
え
と
!
、
あ
あ
、
こ
れ
で
す
ね
。
法
第
三
十
四
条
で
工
事
の

た
め
の
条
件
と
し
て
、
｢道
路
管
理
者
は
、
第
三
十
二
条
第

一
項
又
は
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
与
え
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
道
路
を

不
経
済
に
損
傷
し
、
又
は
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に

関
す
る
工
事
と
他
の
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は

他
の
道
路
占
用
者
の
道
路
占
用
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
と
を
相
互
に
調

整
す
る
た
め
に
当
該
許
可
に
対
し
て
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き

る
。｣
と
定
め
て
ま
す
ね

(資
料
3
参
照
霧

坂
上
係
員

そ
う
ね
。
こ
の
ふ
た
つ
の
規
定
の
関
係
と
し
て
は
、
ま
ず
法
第

八
十
七
条
が

一
般
的
な
規
定
で
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
道
路
管
理
者
は
、

占
用
の
許
可
に
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を
防
止
し
、
そ
の

他
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
よ
ね
。
一
方
、
法
第
三
十
四
条
は
道
路
の
占
用
に
際
し
、
他
の
占
用

工
事
、
道
路
工
事
等
と
の
調
整
の
た
め
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
ね
。
一
般
に
工
事
を
伴
う
道
路
の
占
用
に
あ
っ

て
は
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
傾
向
が
著
し
く
、
こ
れ
を

放
任
す
る
と
道
路
を
不
経
済
に
損
傷
し
、
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
占
用
を
許
可
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

他
の
占
用
工
事
、
道
路
工
事
等
と
の
間
に
合
理
的
な
調
整
を
図
り
、
道
路

の
機
能
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
ね
。
こ
の
工
事
調
整
の
た
め
の
条

件
は
、
法
第
八
十
七
条
の
一
般
的
な
条
件
の
範
囲
を
外
れ
る
場
合
も
予
想

さ
れ
る
の
で
、
第
三
十
四
条
で
特
別
規
定
が
お
か
れ
た
の
ね
。

渡
邊
課
長

二
人
と
も
今
日
は
許
可
条
件
の
話
か
。
許
可
条
件
の
法
的
根
拠

に
つ
い
て
は
、
今
の
二
人
の
話
で
問
題
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
道
路
管
理
者
が
好
き

な
よ
う
に
条
件
を
付
け
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
よ
ね
。
法
第
三
十

四
条
も
法
第
八
十
七
条
も

一
定
の
制
約
を
加
え
て
い
る
ね
。
ど
ん
な
も
の

が
あ
る
か
な
?

大
野
係
員

は
い
。
ま
ず
法
第
三
十
四
条
に
は
、
｢道
路
を
不
経
済
に
損
傷

し
、
又
は
道
路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
｣
に
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
条
件
を
附
す
る
場
合
は
、
｢道
路
管
理
者
は
、
あ
ら
か

じ
め
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
者

又
は
他
の
道
路
占
用
者
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣
と
い
う

規
定
も
設
け
て
い
ま
す
。
法
第
八
十
七
条
で
は
、
｢道
路
の
構
造
を
保
全

し
、
交
通
の
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
円
滑
な
交
通
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
条
件
｣
で
あ
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
｢当
該
許

可
、
認
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
ら

な
い
も
の
｣
で
あ
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

渡
邊
課
長

そ
う
だ
ね
。
今
、
坂
上
さ
ん
が
言
っ
た
も
の
の
う
ち
、
特
に
法

第
八
十
七
条
第
二
項
に
あ
る

｢当
該
許
可
、
認
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者

に
不
当
な
義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣
と
い
う
規
定
は
、
一
般
的
な
条
件
の
基
準
と
し
て
、
法
第
三
十
四
条

の
場
合
に
も
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
注
意
が
必
要
だ
ね
。
許
可

条
件
は
、
占
用
許
可
を
受
け
た
人
に
不
当
な
義
務
を
課
す
こ
と
の
な
い
よ

う
に
留
意
し
つ
つ
、
先
程
坂
上
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
な
規
定
に
注
意
し
て

付
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ね
。



坂
上
係
員
･
大
野
係
員

は
い
。
わ
か
り
ま
し
た
。

渡
邊
課
長

と
こ
ろ
で
、
大
野
君
、
ち
ょ
っ
と
大
事
な
話
が
あ
る
ん
だ
。

資
料
2

大
野
係
員

え
っ
!

ぼ
、
僕
が
本
局
に
異
動
で
す
か
“

渡
邊
課
長

そ
う
だ
よ
、
栄
転
だ
ね
。
お
め
で
と
う
。

坂
上
係
員

ち
ょ
、
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
待

っ
て
よ
!

そ
ん
な
大
野
君
が
い

な
く
な
っ
ち
や
っ
た
ら
、
さ
、
さ
、
寂
し
い
じ
ゃ
な
い
!
。

大
野
係
員

え

っ
、
坂
上
さ
ん
･･･。

渡
邊
課
長

お
や
お
や
、
私
は
本
来
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
条

件
で
あ
れ
ば
、
恋
愛
は
大
い
に
賛
成
だ
よ
。
来
年
度
は
ど
ん
な
新
規
採
用

者
が
入
っ
て
く
る
の
か
楽
し
み
だ
ね
。

資
料
3

(こ
の
号

終
わ
り
)

資
料
l

道
路
法
第
三
十
四
条

道
路
管
理
者
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
ょ
る
許
可
を
与
え
ょ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
道
路
を
不
経
済
に
損
傷
し
、
又
は
道
路
の
交
通
に
著
し
い

支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路

の
占
用
に
関
す
る
工
事
と
他
の
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
若
し
く
は
他

の
道
路
占
用
者
の
道
路
の
占
用
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
と
を
相
互
に
調
整
す
る
た
め

に
当
該
許
可
に
対
し
て
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

道
路
管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
に
関
す
る
工
事
を
行
お

う
と
す
る
者
又
は
他
の
道
路
占
用
者
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
路
法
第
四
十
三
条

何
人
も
道
路
に
関
し
、
左
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

そ

み
だ
り
に
道
路
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二

み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積
し
、
そ
の
他
道
路
の
構
造
又

は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

道
路
法
第
八
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
及
び
道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
す
る
許
可
、
認

可
又
は
承
認
に
は
、
第
三
十
四
条
又
は
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
ょ
る
場
合

の
ほ
か
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
交
通
の
危
険
を
防
止
し
、
そ
の
他
円
滑
な
交
通
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
ょ
る
条
件
は
、
当
該
許
可
、
認
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
不
当
な

義
務
を
課
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



鷲
ふ
き
心
し

現
場
の
取
組
み
事
例

倉縢
醸
さ
丸

一
,

｢神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
｣
⑭
開
発
に
つ
い
て

鞠

5
や
さ
し
い
道
路
景
観
の
創
出
と
間
伐
材
の
需
要
拡
大
を
目
指
し
て
;

神
奈
川
県
小
田
原
土
木
事
務
所
道
路
維
持
課

小
蓬田

真
生

㈱

は
じ
め
に

神
奈
川
県
小
田
原
土
木
事
務
所
は
県
西
部
に
位
置
し
、
年
間
約
二
、0
0

0
万
人
近
い
観
光
客
が
訪
れ
る
国
際
観
光
地

｢箱
根
｣
を
は
じ
め
、
歴
史
的

城
下
町
の

｢小
田
原
｣、
三
石
岬
や
貴
船
祭
り
で
有
名
な

｢真
鶴
｣
、
万
葉

の
時
代
か
ら
温
泉
地
と
し
て
観
光
客
に
親
し
ま
れ
て
い
た

｢湯
河
原
｣
と
、

日
本
を
代
表
す
る
観
光
地
で
あ
る
一
市
三
町
を
管
轄
と
し
、
主
に
道
路
･
公

園

･
河
川

･
砂
防
等
の
土
木
事
業
と
、
こ
れ
ら
の
許
認
可
事
務
等
を
行
っ
て

い
る
。

ま
た
、
筆
者
が
所
属
す
る
道
路
維
持
課
で
は
道
路
法
に
基
づ
く
道
路
管
理

者
と
し
て
、
国
道

一
号
を
は
じ
め
と
す
る
国
道
及
び
県
道
全
二
人
路
線

(総

延
長

一
九
五
皿
)
を
管
理
し
、
日
常
管
理
の
み
な
ら
ず
、
道
路
の
補
修
や
改

良
、
橋
梁
の
耐
震
化
、
凍
雪
害
対
策
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
た
び
当
事
務
所
に
お
い
て
開
発
し
、
整
備
を
進
め
て
い

る

｢神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
｣
(写
真
1
)
に
つ
い
て
、
こ
の
開

発
経
緯
や
特
徴
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

ニ

ポ
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
開
発
の
背
景
≧
目
的

1

間
伐
材
の
需
要
拡
大
と
良
好
な
水
源
地
域
の
確
保

神
奈
川
県
土
の
約
四
割
を
占
め
る
森
林
の
多
く
は
、
水
源
地
域
に
位
置
し

て
お
り
、
清
浄
な
水
や
空
気
を
育
む
母
体
で
あ
り
我
々
県
民
一
人
ひ
と
り
の

貴
重
な
財
産
で
あ
る
。
こ
の
森
林
を
保
全
す
る
た
め
に
は
、
適
切
な
間
伐
が

必
要
で
あ
り
、
こ
の
間
伐
が
行
わ
れ
な
い
と
、
山
が
荒
廃
し
森
林
の
保
水
力

が
低
下
す
る
の
み
な
ら
ず
、
土
砂

･
流
木
災
害
の
原
因
に
な
る
。

そ
の
た
め
、
神
奈
川
県
が
発
注
す
る
公
共
工
事
に
お
い
て
は
、
環
境
の
負

荷
が
で
き
る
だ
け
小
さ
い
材
料
を
優
先
す
る
方
針

(グ
リ
ー
ン
購
入
基
本
方

針
)
を
と
っ
て
お
り
、
間
伐
材
も
自
然
に
優
し
い
材
料
と
し
て
積
極
的
に
使

用
す
る
材
料
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。



て
は
、
永
久
構
造
物
を
築
造
す
る

ヌ

　　
　
　

　

　
　

土
木
工
事
に
お
い
て
、
腐
食
す
る

斡

n

木
材
晏

変

莉

用
･
に
く
“

1

'
、
“

‘鞏
壤
焚
藁

熟

材
料
で
あ
り
、
ま
た
建
築
分
野
に

遷
蝋

“

木

お
い
て
も
安
価
な
輸
入
木
材
を
使

麦
鱗

型

用
落

す

ス
が
未
だ
多
く

結

"
滋

嚢
撚嶬

,

果
、
県
産
木
材
の
需
要
が
伸
び
な

'

、
奈

　　
　

い
た
め
、
必
要
な
数
の
間
伐
も
出

.き

来
て
い
な
袷

騨
嚢
鬘
磁

頸

こ
う
し
た
状
況
を
改
善
す
べ

、

く
、
本
県
で
は

｢神
奈
川
木
づ
か
い
運
動
｣
と
称
し
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
県

産
木
材
の
用
途
を
拡
大
し
林
業
経
済
を
活
性
化
さ
せ
、
適
正
な
間
伐
の
推
進

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
事
務
所
に
お
い
て
も
、
間
伐
材
の

有
効
利
用
と
利
用
促
進
の
P
R
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
実
用
的
な
木
製
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(国道 l号 箱根町元箱根)

2

景
観
づ
く
り

一
方
、
景
観
面
に
お
い
て
は
、
平
成

一
〇
年
に
防
護
柵
設
置
基
準
が
改
定

さ
れ
、
こ
れ
ま
で

｢白
い
鉄
製
｣
を
基
準
と
し
て
い
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、

性
能
規
定
を
満
足
す
れ
ば
色
や
材
質
等
に
こ
だ
わ
ら
ず
景
観
に
配
慮
し
た
構

造
で
設
置
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
近
年
で
は
、
全
国
的
に
地
方
自
治
体
や
住
民
に
よ
る
景
観
づ
く
り

活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
平
成

一
六
年

三
一月
に
は
景
観
法
が
施

行
さ
れ
、
景
観
向
上
を
念
頭
に
お
い
た
公
共
事
業
の
実
施
が
強
く
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

3

木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
開
発
の
目
的

以
上
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
平
成

一
七
年
六
月
、

①
や
さ
し
い
道
路
景
観
の
創
出
、
②
県
産
間
伐
材
の

需
要
拡
大
、
③
防
護
柵
と
し
て
の
機
能
強
化
を
目
的

と
し
て
、
神
奈
川
県
産
間
伐
材
を
使
用
し
た
木
製
ガ

ー
ド
レ
ー
ル
の
研
究
開
発
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。三

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

1

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施

か
く
し
て
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
研

究
開
発
は
始
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
国

際
観
光
地

｢箱
根
｣
に
訪
れ
る
観
光
客
の
方
々
は
、

木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
見
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
も

た
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

の
整
備
を
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
理
解
頂
け
る
の

か
。そ

こ
で
、
平
成

一
人
年
二
月
、
四
タ
イ
プ
の
試
作

品

(図
1
)
を
制
作
し
、
箱
根
の
国
道
、
県
道
に
試

験
施
工
を
行
い
、
平
成
一
八
年
の
夏
か
ら
秋
期
に
か

け
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
方
式
に
よ

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

ヒ
ア
リ
ン
グ
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
お
盆
と

一
一
月
の

　　
　

　

　

　
　

　

　
　　　　
　
　

鑑
朧
川
国

図 1 木製ガードレールの試作品図

籍



　
　
　
　

　
　

　　
　

中
で
も
特
に
観
光
客
が
集
ま

‘

天

涌
谷
｣
及
び
道
の
駅

養

礬
添礬
縣詫纖裁
き

｢箱
根
峠
｣
の
二
ヵ
所
で
、
試

.

　　　
　　
　
　

　

　
　　
　　

作
品
を
展
示
し
て
実
施
し
た

、

と
こ
ろ
、
実
に
約

｢
六
〇
〇

人
の
方
か
ら
回
答
を
得
る
こ

く

と
が
で
き
た

(写
真
2
)。

の

ま
た
、

一
一
月
中
旬
か
ら

鞭
も
む
雌鰯
武豊

･

‐

ら
も
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し

lき
I

た
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
ア
ン
ケ
ー

ト
で
は
九
0
%
以
上
が
箱
根

以
外
か
ら
訪
れ
た
観
光
客
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ン
ケ
ー

ト
に
お
い
て
は
、
主
に
箱
根
在
住
、
在
勤
者
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
協

力
依
頼
広
報
を
行
い
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
約

一
0
0
人
の
回
答
が
あ
り
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
ア
ン
ケ
ー
ト
と
併
せ
て
、
計
約

一
、七
〇
0
人
の
回
答
を
得
ら

れ
た
。

子様の　
　　ケ　　ア　　

2

ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
と
結
果

ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
内
容
は
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
で
あ
る
。

《
問
1
》
こ
の
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
取
組
み
を
進
め
る
べ
き
か
?

《問
2
》
試
作
品
の
中
で
、
一
番
景
観
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
タ

イ
プ
は
?

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
と
し
て
、
問
1
に
対
し
て
は

｢道
路
全
線
で
積
極
的

に
進
め
る
べ
き
｣
が
四
七

･
二
%
、
｢交
通
量
の
多
い
道
路
や
場
所
で
な
ら

進
め
る
べ
き
｣
が
三
四
･
七
%
、
合
わ
せ
て
八
割
以
上
の
方
が
、
こ
の
取
組

み
を
進
め
る
べ
き
と
回
答
さ
れ
た

(図
2
)。
こ
の
結
果
か
ら
見
て
、
木
製

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
取
組
み
を
進
め
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
十
分
得
ら
れ
た
と
確

信
し
、
担
当
者

一
同
、
開
発
成
功
に
対
す
る
思
い
が
俄
然
強
く
な
っ
た
。

問
2
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
A
案

｢丸
太
3
本
タ
イ
プ
｣
と
D
案

｢丸

太

･
平
板
併
用
タ
イ
プ
｣
が
、
お
お
よ
そ
人
気
を
二
分
し
た
が
、
一
本
の
丸

太
を
三
枚
に
ス
ラ
イ
ス
す
る
構
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
残
材
が
発
生
し
に
く
い

こ
と
や
、
制
作
コ
ス
ト
が
安
い
等
の
理
由
か
ら
D
案
が
最
終
デ
ザ
イ
ン
と
な

っ
た

(図
3
)
。

もう少し試験施工を行い、 判断した方がよいも

い

ド

、o
ほ

か

な

方

製

ら

た

木

か

め

明

わ

や

不

2

圓

鬮

図

図 木製ガードレール推進に係るアンケート結果

Q 箱根地域など観光地の道路において、試験施工
のような木製ガードレールの取組みを進めること
について、 どのように思いますか ?

全

量

ら

た

路

通

か

め

明

3

道

交

わ

や

不

騙

□

圓

鬮

図

道路全線で積極的に進めるべきだ
交通量の多い道路や場所であるなら、 進めるべきだ

%　　



四

神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
特
徴

1

構

造

行
政
主
導
で
開
発
し
た
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
し
て
は
、
本
誌
二
〇
〇
七

年
二
月
号
で
長
野
県
が
設
置
し
た

｢信
州
型
｣
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
当

所
で
開
発
し
た
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
最
大
の
特
徴
は
、
｢既

存
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
｣
こ
と
で
あ
る
。
前
項
で
も

少
し
触
れ
た
が
、
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
直
径

三
一
皿
の
間

伐
丸
太
材
を
三
枚
に
ス
ラ
イ
ス
し
、
既
存
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ビ
ー
ム
に
ボ

ル
ト
と
金
具
で
固
定
す
る
構
造
で
あ
る

(図
5
)。

研
究
開
発
に
着
手
し
た
当
初
、
最
初
に
行
っ
た
こ
と
は
、
既
に
い
く
つ
か
販

売
さ
れ
て
い
る
民
間
等
製
品
の
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
調
査
で
あ
っ
た
が
、
調

査
結
果
と
し
て
は
、
ど
の
製
品
も
値
段
が
高
く
、
構
造
が
頑
強
な
も
の
が
多
か

っ
た
。
｢箱
根
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
全
て
こ
の
製
品
で
整
備
す
る
と
し
た
ら
、

い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
金
額
と
期
間
を
要
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
･!
｣
と
感
想
を

持
ち
つ
つ
も
、
色
々
な
製
品
を
見
比
べ
て
い
て
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
木

製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
と
言
い
つ
つ
も
、
木
材
だ
け
で
は
強
度
が
足
り
ず
裏
面
や
内

側
に
金
属
を
入
れ
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
い
る
製
品
が
多
い
こ
と
だ
。
そ
れ

な
ら
ば
既
設
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
上
か
ら
木
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
取
付
け
た
ハ
イ
ブ

ノ
ッ
ド
構
造
と
し
、
既
設
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
強
度
や
機
能
は
そ
の
ま
ま
活
か

し
た
方
が
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
で
使
い
勝
手
も
良
い
と
い
う
発
想
に
至
っ
た
。

こ
の
手
法
な
ら
ば
、
景
観
向
上
は
も
と
よ
り
、
既
存
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を

撤
去
す
る
必
要
が
な
く
、
廃
材
が
発
生
し
な
い
。
結
果
、
環
境
に
よ
く
、
ま

た
非
常
に
安
価
に
整
備
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
更
に
、
木
材
と
の
ハ
イ
ブ

J
ッ
ド
構
造
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
防
護
柵
と
し
て
の
機
能
強
化
、
例
え

30 道行セ 2008.3

･ 1本の丸太から横梁木材を製作

･コストが有利 (丸太を 2本使用する場

合と 1本で製作する場合では、 1 m 当

たり約 1,000円程度のコスト削減とな

る)

･残材が少ない (無駄なく、木材を使用

とができる)

理由 4 ｢視線誘導機能や路線識別の
付加などの応用性が高い｣

横梁中央部の平板を利用

　　　　
線
サ

等

　
　
　

　

　　　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　　
　　　

　
　
　
　　

、

い

材

し
く

部

く

に
た

に

し
し

れ
散
定

折

飛
安

①
②
③

理由 3 ｢安全性が高い｣

図 3 試作品Dタイプを最終デザインとした理由

理由 1 ｢コストが安い｣ ±理由 2 ｢残材が発生しにくい｣

1本の丸太から横梁を製作

コストが有利 ･残材が少なし



ば
衝
突
時
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
効
果
や
、

一
昨
年
前
に
全
国
的
に
問
題
と
な
っ
た

金
属
片
の
付
着
防
止
効
果
な
ど
も
期
待
で
き
る
。

な
お
、
開
発
過
程
に
お
い
て
は
、
木
材
ユ
ニ
ッ
ト
が
既
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

の
変
形
を
拘
束
す
る
こ
と
や
、
既
設
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
ボ
ル
ト
穴
を
空
け
る

こ
と
に
よ
る
断
面
欠
損
、
木
材
及
び
取
付
け
ボ
ル
ト
の
被
断
な
ど
、
考
え
ら

れ
る
か
ぎ
り
の
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
つ
い
て
も
構
造
検
討
を
行
い
、
更
な
る
改

良
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
現
場
で
の
施
工
工
程
を
簡
素
化
し
、
経
済
性
を

更
に
高
め
る
工
夫
も
行
っ
て
い
る
。

2

耐
久
性

木
材
を
土
木
構
造
物
と
し
て
利
用
す
る
上
で
、
一
番
の
課
題
は
や
は
り
耐

久
性
で
あ
る
。
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
防
護
柵
と
し
て
の
基

本
性
能
を
既
存
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
担
っ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
木
材
が
腐

っ
て
も
強
度
的
に
は
問
題
な
い
が
、
腐
朽
に
よ
っ
て
、
八
の
力
程
度
で
木
材

が
割
れ
ケ
ガ
を
し
た
り
す
れ
ば
、
本
末
転
倒
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
｢木
製
道
路
施
設
の
耐
久
設
計
･維
持
管
理
指
針
｣
を
策
定
す

べ
く
技
術
研
究
を
行
っ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
の
研
究
総

括
者
で
あ
る
神
谷
文
夫
博
士
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
き
、
防
腐
処
理
と
し
て

｢A
C
Q
｣
と
い
う
銅
系
の
木
材
保
存
剤
を
、
大
き
な
圧
力
容
器
の
中
で
木

材
に
加
圧
注
入
す
る
方
式
を
採
用
し
た
。
同
研
究
所
で
は
、
こ
の
A
C
Q
加

圧
注
入
に
よ
る
防
腐
処
理
を
行
っ
た
木
杭
を
用
い
て
暴
露
試
験

(※
)
を
行

っ
て
お
り
、
二
〇
年
以
上
経
過
し
た
現
在
で
も
、
耐
久
性

(腐
朽
度
)
に
は

全
く
問
題
な
い
と
い
う
。
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
当
該
手
法
に

よ
り
二
〇
年
程
度
の
耐
久
性
は
保
て
る
と
予
想
し
て
い
る
。

※
･!
人
工
的
に
腐
朽
し
や
す
い
環
境
を
作
り
、
木
材
の
耐
久
性
等
を
テ
ス
ト
す
る
も
の
。

五

衝
突
実
験
に
よ
る
嚢
金
性
の
確
認

1

防
護
柵
の
性
能
基
準

防
護
柵
設
置
基
準
で
は
、
防
護
柵
と
し
て
四
つ
の
性
能
規
定
を
設
け
て
い

る
。
①
車
両
の
逸
脱
防
止
性
能

(突
破
し
な
い
、
防
護
柵
外
側
へ
の
は
み
出

し
が
規
定
値
以
内
で
あ
る
)、
②
乗
員
の
安
全
性
能

(車
両
の
受
け
る
加
速

度
が
規
定
値
以
内
で
あ
る
)、
③
車
両
の
誘
導
性
能

(横
転
し
な
い
、
衝
突

後
の
離
脱
速
度
や
角
度
が
規
定
値
以
内
で
あ
る
)、
④
構
成
部
材
の
飛
散
防

止
性
能

(構
成
す
る
部
材
が
大
き
く
飛
散
し
な
い
)
で
あ
る
。

く
り
か
え
し
述
べ
る
こ
と
と
な
る
が
、
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

は
既
設
の
鉄
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
活
用
し
た
構
造
で
あ
り
、
車
両
の
衝
突
に

対
す
る
強
度
等
は
既
設
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
担
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
用
化
に
あ
た
っ
て
、

一
つ
だ
け
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
っ
た
。
木
材
の
飛
散
で
あ
る
。

道行セ 2008,3 31

2

防
護
柵
の
衝
突
実
験
施
設

防
護
柵
と
し
て
の
性
能
実
験
を
行
う
公
的
施
設
は
、
国
内
で
唯
一
、
茨
城

県
つ
く
ば
市
に
あ
る
国
土
交
通
省
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
に
あ
る
。
四

〇
0
m
に
お
よ
ぶ
滑
走
路
を
特
殊
な
牽
引
装
置
で
誘
導
さ
れ
た
実
験
車
両
が

規
定
ス
ピ
ー
ド
で
防
護
柵
に
衝
突
す
る
。
民
間
メ
ー
カ
ー
を
含
め
、
新
し
い

防
護
柵
の
製
品
を
開
発
し
、
公
的
に
防
護
柵
と
し
て
の
性
能
証
明
を
求
め
る

場
合
は
、
必
ず
当
該
実
験
施
設
で
の
衝
突
実
験
に
臨
み
、
こ
れ
に
合
格
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
な
り
高
額
な
実
験
費
用
が
か
か
る
も
の
の
、
予
想
ど

お
り
の
結
果
が
出
な
い
場
合
も
数
多
く
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
し
か
も
、
今

回
は
"生

も
の
“
と
も
言
え
る
木
材
で
あ
る
。
品
質
が
一
定
で
な
い
木
材
を



取
付
け
た
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、
ど
の
よ
う
に
挙
動
す
る
の
か
予
想
も
で
き
な

い
不
安
の
な
か
、
実
験
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

て
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

3

実
験

平
成
一
九
年
九
月
、
当
該
実
験
施
設
で
の
衝
突
実
験
に
臨
ん
だ
。

本
県
が
管
理
す
る
道
路
に
お
い
て
、
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
の
種
別
は
、
C
種

(
一
般
区
間
で
設
計
速
度
が
五
○
蹴
/
h
以
下
)
が
殆

ど
で
あ
る
が
、
今
回
の
実
験
で
は
木
材
の
飛
散
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
こ
と

か
ら
、
実
験
条
件
を
B
種

(
一
般
区
間
で
設
計
速
度
が
六
○
蝿
/
h
以
上
、

ま
た
は
重
大
な
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
区
間
で
設
計
速
度
が
五
○

如
/
h
以
下
)
に
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
、
実
験
車
両
の
衝
突
ス
ピ
ー
ド
を
あ
え

　
　　
　

　　
　

こ
ぎ

　
　
　

　　
　

写真3 衝突実験の様子

景
観
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
と

ク
ッ
シ
ョ
ン
効
果
に
期
待

富
野限
り
司
議百GJI為号
で
流度
者
【笹
｣ぬ
J

　　　

特報町内の国鎖1月

｢特高笛裸
型｣と各
り、袂利な形で金興
行
‐

で嫌̂縦の鬮的材を使
っ
付けられた木製刀1ド
炉
ミ絶
するのが問題に
…

た木製ガードレールの
し1ルは、厩観の鰻製
な
ったが、木製ならそ
-

費謎が進
められ
てい
ガ1賞
しールの上に1
の心配もなく、串が曲
‐

た木製ガードレールの
し1ルは、厩観の鰻製
な
ったが、木製ならそ
-

　
　
　
　
　　　　
　
　
　
　
　
　
　　

　　
　　　
　　
　
　　

　　
　　　　　
　
　

ガードし!凡打鰻翼さ

れているのは約¥DJ。

このうち今年度は声ノ
-

期群の二鰭堆
から芦之

翻までの約1
′6ゴに

用ゐ歩な
い薄め、水損
…鱒圏、案準一露以降も稲

銹
偽≦b然の罷闘が懸
‐決裁費個所を依一大
寸

,

‘.

急されている。このた
る。ざらと野
#鮪
･鑄
…
R
r

　
　
　

　　
　
　
　
　
　
　

　

幅
榊
癩
藤城

　
　
　
　
　木製ガードレールの設置を伝える新聞記事

(平成 19年 12月 2 8 日付 毎日新聞)
4

実
験
結
果

実
験
会
場
内
に
、
放
送
で
｢実
験
開
始
一
0
秒
前
。
一
○
、
九
、
八
、
･･･

三
、
二
、

一
、
発
車

っ
ー
｣

と
ア
ナ
ウ
ン
ス
が
流
さ
れ
、
い
よ
い
よ
実
験
車

両
が
発
車
さ
れ
た
。
研
究
開
始
か
ら
二
年
の
月
日
を
か
け
て
構
造
検
討
、
コ

ン
セ
ン
サ
ス
の
取
得
を
行
っ
て
き
た
成
果
で
あ
る
。
既
設
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
木
材
の
飛
散
の
み
な
ら
ず
、
想
定
さ
れ
る
失
敗
要

素
は
数
々
あ
る
。
関
係
者

一
同
、
手
に
汗
を
握
り
実
験
成
功
を
祈
っ
た
。

｢
バ
キ
バ
キ
バ
キ
バ
キ
ッ
=
こ

と
け
た
た
ま
し
い
音
と
と
も
に
木
製
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
た
実
験
車
両
は
、
再
び
車
道
側
に
戻
さ
れ
停
車
し
た

(写
真
3
)。

成
功
で
あ
る
。
実
験
会
場
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
拍
手
が
鳴
り
、

握
手
が
交
わ
さ
れ
た
。
木
材
も
部
分
的
に
脱
落
が
見
ら
れ
た
も
の

の
、
主
要
部
材
に
取
り
外
れ
は
見
ら
れ
ず
、
防
護
柵
は
一
体
構
造

を
保
持
し
て
い
た
。

穴

実
施
工
事
と
令
離
の
予
定

衝
突
実
験
の
成
功
を
も
っ
て
、
平
成

一
九
年

三

月
、
箱
根
の

主
要
な
幹
線
道
路
で
あ
り
、
ま
た
箱
根
駅
伝
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
場
面

と
し
て
も
有
名
な
国
道
一
号
の
箱
根
町
元
箱
根
か
ら
同
町
若
之
湯

の
間
、
約

一
･
五
如
の
実
施
工
事
に
着
手
し
た
。
ま
た
、
箱
根
地

区
で
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
、
さ
っ
そ

く
四
大
新
聞
紙
を
は
じ
め
多
く
の
新
聞
社
が
報
道
し
、
ラ
ジ
オ
番

組
で
も
紹
介
さ
れ
た

(図
4
)。
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ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
加
え
、
各
報
道
で
も
当
該
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
景
観

向
上
に
効
果
が
あ
る
取
組
み
で
あ
る
と
評
価
を
頂
い
た
こ
と
も
あ
り
、
今
後
も
、

国
道
一
号
を
中
心
に
、
順
次
、
設
置
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

こ
の
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
を
見
た
観
光
客
の
皆
様
が
、
｢箱

根
に
来
た
な
あ
｣
と
少
し
で
も
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
開
発
し
た
神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
広
く
他
の

道
路
管
理
者
に
も
使
用
し
て
頂
き
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
あ
え
て
特
許
や

実
用
新
案
は
取
得
し
て
い
な
い
。
構
造
図
に
つ
い
て
は
、
本
県
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
で
、
是
非
、
ご
覧
に
な
っ
て
頂
き
た
い
。

[神
奈
川
県
型
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
関
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
]

　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　　
　
　　
　　
　
　
　

　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

木
製
工
事
表
示
看
板
に
つ
い
て

木
製
に
ち
な
み
、
も
う

一
つ
本
県
の
取
組
み
を
紹
介
し
た
い
。

公
共
工
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
工
事
現
場
の
見
易
い
場
所
に
、

｢ご
迷
惑
を
お
か
げ
し
ま
す
｣
｢○
○
を
な
お
し
て
い
ま
す
｣
と
い
っ
た
大
型
の

表
示
看
板
を
設
置
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
が
･

当
事
務

紗

でき虱
朧
薹
鰹

糊

所
で
は
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

-･

車道補強の地,回錮嚇
を打議し超います。

　　　　　　
　　　　　　　　 　　

　
　

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

所
で
は
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

示

と
と
も
に
･

県
産
間
伐
材
を

.･
群
一顧
鬱
朧

、
叢

使
用
し
た
木
製
工
事
表
示
看

憲
も鰯薦

讓
欝藁

蜘

　
　
　
　
　

　

　
　
　　
　
　

　

板
を
制
作
し
･

箱
根
の
道
路

を,

,

鑓

工
事
を
対
象
に
試
行
と
し
て

設
置
し
て
い
る

(写
真
4
)。

こ
の
木
製
看
板
の
デ
ザ
イ

ン
は
、
江
戸
時
代
を
連
想
さ
せ
る
外
観
に
加
え
、
表
面
に

｢焼
き
｣
と
呼
ば

れ
る
処
理
を
行
う
な
ど
、
周
り
の
自
然
景
観
に
配
慮
し
、
道
路
工
事
の
イ
メ

ー
ジ
ア
ッ
プ
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
木
材
加
工
の
専
門
家
の
意

見
を
伺
い
な
が
ら
、
強
度
に
加
え
、
現
場
で
の
扱
い
易
さ
に
も
考
慮
し
た
構

造
と
し
て
い
る
。

試
行
と
い
う
こ
と
で
、
木
製
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
同
様
、
ま
ず
は
国
際
観
光
地

で
豊
か
な
自
然
を
多
く
残
す
箱
根
と
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
県
民
、
観
光
客

の
目
に
留
ま
る
こ
と
を
考
慮
し
、
道
路
工
事
を
対
象
と
し
た
。

今
後
、
こ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
た
県
民
や
観
光
客
、
行
政
、
建
設
関
係
者
の

評
判
や
意
見
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、改
良
･
改
善
で
き
る
部
分
は
対
応
し
、

順
次
、
工
事
の
種
類
や
エ
リ
ア
を
拡
大
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
最

終
的
に
箱
根
~
丹
沢
地
域
等
の
山
間
部
に
お
け
る
全
て
の
公
共
工
事
の
標
準

仕
様
に
な
れ
ば
と
希
望
し
て
い
る
。
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八

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
道
路
建
設
や
河
川
改
修
な
ど
の
土
木
事
業
は
、
生
活
基
盤
の

整
備
に
あ
た
り

｢壊
れ
な
い
よ
う
硬
く
｣
そ
し
て

｢
コ
ス
ト
を
抑
え
、
量
を

求
め
る
｣
が
常
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
間
伐
材
を
使
用
し
た
取
組

み
は
、
景
観
や
環
境
な
ど

｢生
活
基
盤
の
質
｣
と
い
う
新
た
な
国
民
ニ
ー
ズ

に
よ
っ
て
始
ま

っ
た
も
の
で
あ
る
。

間
伐
を
必
要
と
す
る
森
林
と
見
比
べ
て
、
当
該
取
組
み
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ

る
間
伐
材
の
量
は
わ
ず
か
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
取
組
み
を
き
っ
か
け

と
し
て
少
し
で
も
間
伐
材
の
需
要
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
本
稿
が
、
他
の
地
域
で
同
様
の
取
組
み
を
志
す
方
々
の
お
役
に
立

て
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。



神奈川県型木製ガードレール 一般図

ガードレール取付部詳細
(部材名と寸法)

度

2,000 2,00O

25O 4 x 87 = 3再随 一ヌ50

l6 (木製防護鶏取付治具) 上段横梁

炉墜 rg
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l 鎌.綴一則l (支柱)
"盤

※ 設置箇所の選定に当たっては、路肩の確保に留意すること。

図 5 神奈川県型木製ガードレールの構造図
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〔
一
審
判
決
〕
平
成
一
四
年
七
月

九
日

奈
良
地
裁

請
求
一
部
認
容

三 ′, .
a

m
･ - ㈱

(被
告
控
訴
)

〔二
審
判
決
〕
平
成
一
八
年
二
月
二
二
日

大
阪
高
裁

請
求
棄
却(原

告
上
告
)

〔三
審
判
決
〕
平
成
一
八
年
七
月
一
三
日

最
高
裁

上
告
棄
却(確

定
)

は
じ
め
に

本
件
は
、
原
告
が
所
有
す
る
土
地

(以
下

｢本
件
土
地
｣
と
い
う
)
の
地

中
に
、
県
道
に
降
っ
た
雨
水
等
を
排
水
す
る
排
水
管
が
通
っ
て
い
る
の
で
、

地
上
に
建
物
を
建
築
す
る
に
は
、
当
該
排
水
管
の
養
生
工
事
を
せ
ざ
る
を
得

ず
、
そ
の
費
用
に
見
合
う
損
害
及
び
将
来
と
も
当
該
排
水
管
が
存
続
す
る
こ

と
に
よ
る
賃
料
相
当
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し
て
、
選
択
的
に
、
①
国
家
賠

償
責
任
に
基
づ
き
、
②
不
法
行
為
に
基
づ
き
、
③
損
失
保
証
責
任
に
基
づ
き
、

損
害
賠
償
請
求
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
民
有
地
に
存
す
る
排
水
管
が
道
路
管
理
者
の
設
置
･管
理
す

る
営
造
物
に
該
当
す
る
か
否
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
一
審
と
二

審
で
そ
の
判
断
が
異
な
っ
て
い
る
。

一
審
で
は
、
｢県
道
側
溝
と
本
件
排
水
管
は
機
能
上

一
体
と
な
っ
て
い
る

被
告
の
設
置
管
理
す
る
営
造
物
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
民
有
地
で
あ
る
本

件
土
地
の
地
中
に
あ
る
本
件
排
水
管
を
経
由
し
な
け
れ
ば
県
道
側
溝
に
集
ま

っ
た
水
を
排
水
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
本
件
排
水
管
の
設

置
に
つ
き
原
告
の
承
諾
を
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
設
置
管
理
に
瑕
疵

が
あ
る
と
い
え
る
止

と
し
て
、
道
路
管
理
者
の
責
任
を
認
容
し
た
。

一
方
、
二
審
で
は
、
｢県
道
東
側
の
側
溝
が
本
件
暗
渠
以
南
に
設
置
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
、
道
路
構
造
な
い
し
管
理
に
関
し
何
ら
か
の
行
政
上
の
問

題
を
包
含
す
る
余
地
が
あ
り
、
ま
た
、
僅
か
と
は
い
え
、
県
道
上
の
路
面
排

水
が
、
本
件
土
地
内
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
に
流
れ
込
み
、
い

わ
ば
他
人
の
所
有
地
を
通
過
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
私
法
上
の
問
題
が
残
る

余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、
県
道
や
本
件
土
地
に

路
面
排
水
が
民
有
地
に
設
け
ら
れ
た
排
水
管
に
流
入
し
て
い
る
場
合
の

当
該
排
水
管
の
管
理
主
体
、
道
路
管
理
瑕
疵
が
争
わ
れ
た
事
例
①

ー
県
道
脇
民
有
地
排
水
管
に
係
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
ー

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

青
柳

敬
直

道行セ 2008,3 35



危
険
を
及
ぼ
す
も
の
と
は
認
め
が
た
く
、
県
道
の
排
水
設
備
が
本
来
備
え
る

べ
き
安
全
性
を
欠
如
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
え

な
い
弓

と
し
て
、
道
路
管
理
者
の
責
任
を
否
定
し
た
。

以
下
、
高
裁
判
決
か
ら
国
家
賠
償
法
二
条
に
係
る
部
分
を
抜
粋
し
紹
介
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一

原
告
の
主
張

=

公
の
営
造
物
の
設
置
費
理
の
瑕
疵

1

設
置
管
理

被
告
は
、
本
件
土
地
の
西
側
沿
い
に
南
北
に
通
じ
る
県
道

(本
件
土
地
近

辺
で
は
北
か
ら
南
に
下
り
勾
配
と
な
っ
て
い
る
。)
を
管
理
し
て
い
る

(か

つ
て
は
国
の
設
置
管
理
に
係
る
国
道
で
あ
っ
た
が
、
被
告
が
そ
の
管
理
を
承

継
し
た
も
の
で
あ
る
)。

被
告
は
、
①
県
道
東
側
沿
い
歩
道
下
の
側
溝
暗
渠

(別
図
の
B
地
点
か
ら

北
方
に
存
す
る
。
以
下

｢本
件
暗
渠
｣
と
い
う
)、
②
本
件
暗
渠
南
端
の
同

図
面
の
B
地
点
の
会
所

(本
件
暗
渠
南
端
と
本
件
土
地
の
北
側
沿
い
東
方
か

ら
県
道
に
達
す
る
私
道

へ
以
下

｢私
道
｣
と
い
う
〉
の
北
側
側
溝
と
の
合
流

点
、
以
下

｢B
会
所
｣
と
い
う
)
、
③
本
件
土
地
の
北
西
角
内
の
同
図
面
の

A
地
点
に
存
す
る
マ
ン
ホ
ー
ル

(以
下

｢A
マ
ン
ホ
ー
ル
｣
と
い
う
)、
④

B
会
所
か
ら
県
道
東
側
沿
い
南
方
の
同
図
面
の
C
地
点
の
行
き
止
ま
り
壁

(以
下

｢C
壁
｣
と
い
う
)
ま
で
の
側
溝

(以
下

｢B
C
間
側
溝
｣
と
い
う
)、

⑤
B
会
所
か
ら
A
マ
ン
ホ
ー
ル
ま
で
通
じ
る
地
中
埋
設
排
水
管

(以
下

｢B

A
間
埋
設
管
｣
と
い
う
)
、
⑥
C
壁
脇
か
ら
A
マ
ン
ホ
ー
ル
ま
で
通
じ
る
地

中
埋
設
排
水
管

(以
下

｢C
A
間
埋
設
管
｣
と
い
う
)
及
び
⑦
A
マ
ン
ホ
ー

道県

　　　

蛔
セ　お



ル
か
ら
本
件
土
地
東
南
角
の
別
図
の
D
地
点
の
出
水
口
(以
下
｢D
出
水
口
｣

と
い
う
)
ま
で
別
図
の
点
線
に
よ
り
直
線
状
に
通
じ
る
地
中
埋
設
排
水
管

(以
下

｢A
D
間
埋
設
管
｣
と
い
う
。
②
な
い
し
⑦
を
総
称
す
る
場
合

｢本

件
排
水
設
備
｣
と
い
う
)
を
、
一
体
と
な
る
公
の
営
造
物
た
る
道
路
排
水
設

備
と
し
て
設
置
又
は
管
理

(国
か
ら
の
管
理
の
承
継
を
含
む
)
し
て
い
る
。

2

事
実
上
の
管
理

仮
に
B
会
所
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、
C
A

間
埋
設
管
及
び
A
D
間
埋
設
管

(本
件
排
水
設
備
)
は
、
こ
れ
ら
を
設
置
し

た
の
が
被
告
で
は
な
く
、
第
三
者
の
民
間
人
で
あ
り
、
被
告
が
正
規
の
管
理

を
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
左
記
①
な
い
し
③
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
被

告
の
事
実
上
の
管
理
が
及
ん
で
い
た
か
ら
、
公
の
営
造
物
の
一
部
を
な
す
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

①
本
件
暗
渠
と
一
体
と
し
て
の
道
路
排
水
設
備

道
路
排
水
に
関
し
て
は
、
道
路
の
安
全
性
の
維
持
の
た
め
、
道
路
の

立
地
条
件
、
交
通
量
、
沿
道
の
状
況
、
降
雨
量
、
集
水
量
等
に
加
え
て

経
済
性
等
を
も
考
慮
し
、
適
切
な
排
水
計
画
の
下
に
、
十
分
な
排
水
能

力
を
有
す
る
規
模
の
設
備
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本

件
排
水
設
備
は
、
本
件
暗
渠
と
一
体
と
な
っ
て
、
当
該
周
辺
地
域
の
排

水
量
に
応
じ
た
排
水
能
力
を
有
す
る
設
備
と
し
て
機
能
し
、
県
道
の
排

水
設
備
と
し
て
の
基
準
を
満
た
し
て
お
り
、
そ
の
設
置
段
階
に
お
け
る

道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

②
A
D
間
埋
設
管
の
基
準
合
致

A
D
間
埋
設
管
の
口
径
や
勾
配
等
の
仕
様
は
、
国
土
交
通
省
近
畿
地

方
建
設
局
企
画
部
監
修
の
設
計
便
覧

(案
)
道
路
編
の
基
準
に
合
致
し

て
お
り
、
そ
の
設
置
段
階
に
お
け
る
道
路
管
理
者
の
関
与
が
あ
っ
た
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

③
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
改
造
工
事

A
マ
ン
ホ
ー
ル
は
、
か
つ
て
そ
の
上
部
が
地
上
か
ら
約
三
0

m
程
度

突
出
し
て
い
て
、
形
状
も
四
角
形
で
あ
っ
た
が
、
被
告
は
、
昭
和
五
〇

年
代
後
半
に
こ
の
突
出
部
分
を
削
っ
て
平
坦
に
し
、
丸
形
の
マ
ン
ホ
ー

ル
に
改
造
す
る
工
事
を
施
工
し
た
。
な
お
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
に
被
さ
れ

て
い
る
鉄
蓋
は
、
K
工
業
株
式
会
社
が
昭
和
五
六
年
に
製
造
し
、
そ
の

頃
被
告
に
対
し
て
納
品
し
た
製
品
で
あ
る
。

④

溢
水
防
止
作
業

昭
和
五
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
、
県
道
が
大
雨
で
冠
水
し
た
際
、
被
告

の
土
木
事
務
所
職
員
が
や
っ
て
き
て
、本
件
土
地
に
土
嚢
を
積
み
上
げ
、

A
D
間
埋
設
管
に
よ
る
排
水
を
確
保
し
、
溢
水
を
防
止
す
る
作
業
を
実

施
し
た
。

①
破
壊
閉
鎖
阻
止
の
方
針

被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
は
、
被
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
破
壊
し
た

り
閉
鎖
し
た
り
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
、
被
告
に
お
い
て
で
き
る
限

り
の
法
律
を
使
っ
て
阻
止
す
る
対
応
を
と
る
方
針
で
あ
る
。

◎

交
渉
等

被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
は
、
本
訴
提
起
に
先
立
つ
原
告
と
の
交
渉

に
お
い
て
、
A
D
間
埋
設
管
が
県
道
の
維
持
管
理
の
た
め
に
必
要
不
可

欠
で
あ
る
と
し
て
、
原
告
に
対
し
補
償
を
申
し
入
れ
、
ま
た
、
巨
額
の

予
算
を
投
じ
て
C
壁
か
ら
県
道
東
側
沿
い
に
側
溝
の
延
長
工
事
を
施
工

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
な
ど
し
た
。

滴行セ 2008 3 3 7



の
再
度
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
改
造
工
事
の
言
明

被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
は
、
平
成
九
年
七
月
二
九
日
、
原
告
か
ら
、

本
件
土
地
上
に
三
階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
兼
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル

(以
下

｢本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
｣
と
い
う
)
を
建
築
す
る
に
つ
い
て
、
A
マ
ン
ホ

ー
ル
の
高
さ
が
敷
地
面
よ
り
高
く
な
る
か
ら
そ
の
対
応
を
し
て
ほ
し
い

旨
の
要
望
を
受
け
た
際
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
の
高
さ
を
切
り
下
げ
る
工
事

を
す
る
用
意
が
あ
る
旨
明
言
し
た
。

3

瑕
疵

県
道
の
東
側
側
溝
は
、
本
件
暗
渠
か
ら
B
会
所
次
い
で
B
C
間
側
溝
を
経

て
C
壁
に
お
い
て
行
き
止
ま
り
と
な
り
、
本
件
暗
渠
の
北
方
か
ら
下
っ
て
き

た
流
水
は
、
B
会
所
か
ら
B
A
間
埋
設
管
、
或
い
は
B
C
間
側
溝
次
い
で
C

A
間
埋
設
管
を
経
て
本
件
土
地
内
に
あ
る
A
マ
ン
ホ
ー
ル
に
至
り
、
そ
こ
か

ら
A
D
間
埋
設
管
を
経
て
D
出
水
口
に
至
り
、
そ
こ
か
ら
水
路
に
流
れ
込
ん

で
い
る
。

被
告
は
、
県
道
の
管
理
者
と
し
て
、
県
道
の
排
水
設
備
を
整
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
に
、
県
道
の
東
側
沿
い
に
本
件
暗
渠
か
ら
南
方
に
B
会
所
次

い
で
B
C
間
側
溝
を
経
て
C
壁
で
行
き
止
ま
り
と
な
る
側
溝
を
設
置
し
た
の

み
で
、
C
壁
か
ら
南
方
に
側
溝
を
設
置
せ
ず
、
民
有
地
で
あ
る
本
件
土
地
内

に
そ
の
所
有
者
の
同
意
を
得
な
い
で
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
を

設
置
管
理
し
、
仮
に
設
置
し
た
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
を
事
実
上
管

理
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
土
地
を
不
法
占
有
し
、
本
来
側
溝
に
よ
る
べ

き
排
水
機
能
を
代
替
さ
せ
た
が
、
A
D
間
埋
設
管
に
十
分
な
強
度
を
付
与
し

な
い
ま
ま
放
置
し
て
い
た
た
め
、
本
件
土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築

す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
A
D
間
埋
設
管
が
そ
の
重
量
に
耐
え
ら
れ
ず
、
地
上

に
危
険
を
及
ぼ
す
事
態
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
所
有
者
の
所
有
権
の
行
使
を

妨
げ
る
状
態
と
な
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
排
水
設
備
は
、
民
有
地
で
あ
る
本
件
土
地
の
無
断
使

用
を
前
提
と
す
る
本
来
あ
り
得
な
い
異
例
な
構
造
で
あ
る
と
い
う
欠
陥
を
有

す
る
ほ
か
、
本
件
土
地
所
有
者
の
所
有
権
の
行
使
を
妨
げ
る
と
と
も
に
、
危

険
を
及
ぼ
し
、
道
路
の
排
水
設
備
と
し
て
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
く

と
い
う
性
状
の
瑕
疵
な
い
し
機
能
的
瑕
疵
が
あ
る
。

二

損
害

(本
件
控
訴
に
よ
る
当
審
に
お
け
る
審
判
の
対
象
部
分
に
限
る
)

原
告
は
、
本
件
土
地
を
所
有
し
て
い
る
。

原
告
は
、
平
成
九
年
、
本
件
土
地
上
に
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
築
し
よ
う

と
し
た
が
、
建
築
予
定
部
分
の
地
下
に
原
告
の
同
意
な
く
A
D
間
埋
設
管
が

埋
設
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
建
築
す
る
と
、
そ
の
加
重
に
よ
り
A
D

間
埋
設
管
が
毀
損
し
た
り
、
本
件
土
地
が
不
同
沈
下
し
た
り
す
る
危
険
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
A
D
間
埋
設
管
部
分
の
地
盤
の
補
強
の
た
め
養
生
工
事
が

必
要
な
状
態
に
あ
っ
た
。

原
告
と
し
て
は
、
A
D
間
埋
設
管
さ
え
無
断
で
埋
設
さ
れ
て
な
け
れ
ば
、

本
件
土
地
の
所
有
者
と
し
て
何
ら
上
記
養
生
工
事
を
す
る
必
要
も
な
く
、
本

件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
を
な
し
得
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
A
D
間
埋
設
管
の

無
断
埋
設
に
よ
っ
て
、
本
件
土
地
所
有
権
の
適
正
な
行
使
を
妨
げ
ら
れ
、
上

記
養
生
工
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

亘

損
害
額

(本
件
控
訴
に
よ
る
当
審
に
お
け
る
審
判
の
対
象
部
分
に
限
る
)

略



四

催
告

略

第
二

被
告
の
認
否

E

公
の
営
造
物
の
設
置
管
理
の
瑕
疵

ー

設
置
管
理

被
告
は
、
B
会
所
、
A
マ
ン
ホ
ー
ル
、
B
C
間
側
溝
、
B
A
間
埋
設
管
、

C
A
間
埋
設
管
及
び
A
D
間
埋
設
管

(本
件
排
水
設
備
)
を
設
置
管
理
し
た

こ
と
は
な
い
。

本
件
排
水
設
備
は
、
本
件
土
地
の
従
前
の
所
有
者
等
の
第
三
者
が
設
置
し

た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
県
道
が
供
用
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
本
件
土
地

(地
目
は
、
も

と
は
田
、
そ
の
後
雑
種
地
を
経
て
、
現
在
の
宅
地
と
な
っ
た
)
周
辺
で
は
、

地
形
上
、
本
件
土
地
北
方
一
帯
の
降
雨
水
、
生
活
雑
排
水
、
上
流
の
余
水
等

を
流
す
自
然
に
形
成
さ
れ
た
水
路
が
、
概
ね
本
件
暗
渠
の
設
置
位
置
沿
い
に

南
方
に
下
り
、
本
件
土
地
北
西
角
付
近
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
や
や
南
東
向
き

に
方
向
を
変
え
、
A
D
間
埋
設
管
設
置
位
置
付
近
を
下
っ
て
、
下
流
域
で
国

有
水
路
に
繋
が
り
、
当
該
下
流
域
の
農
地
所
有
者
の
農
業
用
水
に
供
さ
れ
、

s
川
に
流
入
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
本
件
土
地
所
有
者
は
、
民

法
二
百
十
四
条
の
承
水
義
務
や
同
法
二
百
二
十
条
の
余
水
排
泄
義
務
を
高
地

所
有
者
に
対
し
て
負
う
ほ
か
、
本
件
土
地
内
を
通
過
す
る
自
然
水
路
の
流
水

が
、
下
流
域
の
農
業
用
水
の
た
め
の
慣
行
上
の
水
利
権

(い
わ
ゆ
る
水
流
沿

岸
地
所
有
者
等
の
一
般
流
水
使
用
権
と
し
て
の
慣
行
上
の
物
権
の
性
質
を
備

え
る
権
利
)
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
上
記
水
利
権
を
侵
害
し
な

い
た
め
に
、
本
件
土
地
内
を
通
過
す
る
自
然
水
路
の
流
水
を
確
保
す
る
義
務

を
負
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
県
道
が
供
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
件
土
地

第

の
所
有
者
も
変
わ
り
、
本
件
土
地
の
地
目
や
形
状
も
変
わ
り
、
土
地
利
用
の

変
更
が
な
さ
れ
、
そ
の
過
程
で
、
本
件
土
地
所
有
者
が
上
記
承
水
義
務
な
い

^　

し
農
業
用
水
の
流
水
確
保
義
務
等
の
履
行
の
た
め
、
自
然
水
路
を
A
D
間
埋

。

設
管
に
設
置
替
え
し
た
も
の
と
推
認
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。そ
う
す
る
と
、
ル　

現
在
の
本
件
土
地
所
有
者
は
、
従
前
の
所
有
者
か
ら
A
D
間
埋
設
管
に
お
け

渚

る
上
記
承
水
義
務
や
慣
行
上
の
水
利
権
に
基
づ
く
農
業
用
水
の
流
水
確
保
義

務
等
を
承
継
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

2

事
実
上
の
管
理

第
一ー
一ー
2
頭
書
き
部
分
、
①
~
④
、
の
は
争
う
又
は
不
知
。

①
破
壊
閉
鎖
措
置
の
対
応
方
針

第

一
-

-
!
2
①
は
認
め
る
。

原
告
が
A
D
間
埋
設
管
を
破
壊
し
た
り
閉
鎖
し
た
り
す
れ
ば
、
道
路

交
通
に
危
険
が
発
生
し
、
ひ
い
て
は
人
身
に
危
険
が
及
ぶ
よ
う
な
こ
と

も
あ
り
得
る
た
め
、
道
路
交
通
法
等
の
関
係
法
規
に
抵
触
す
る
こ
と
と

な
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
と
し
て
は
、
上
記
破
壊
や
閉
鎖

を
阻
止
す
る
方
針
で
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上

管
理
し
て
い
る
こ
と
と
は
全
く
関
係
が
な
い
場
面
に
お
け
る
対
処
方
針

を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
。

@

交
渉
等

第
一ー

-
-
2
◎
の
う
ち
、
被
告
の
土
木
事
務
所
職
員
が
、
原
告
と
交

渉
し
、
A
D
間
埋
設
管
に
つ
い
て
補
償
を
申
し
入
れ
、
C
壁
か
ら
県
道
東

側
沿
い
に
側
溝
の
延
長
工
事
を
施
工
す
る
こ
と
を
検
討
し
た
こ
と
は
認
め

る
が
、
そ
の
余
は
争
う
。



3

瑕
疵

被
告
は
、
B
会
所
及
び
B
C
間
側
溝
を
設
置
管
理
し
た
こ
と
も
、
本
件
土

地
内
に
あ
る
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
を
事
実
上
管
理
し
た
こ
と

も
、
本
件
土
地
を
不
法
占
有
し
た
こ
と
も
な
い
。

原
告
は
、
県
道
東
側
の
側
溝
が
行
き
止
ま
り
に
な
り
、
原
告
所
有
の
本
件

土
地
内
の
A
マ
ン
ホ
ー
ル
や
A
D
間
埋
設
管
に
、
本
来
側
溝
に
よ
る
べ
き
排

水
機
能
を
代
替
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
瑕
疵
と
主
張
す
る
が
、
前
記
1
末
段
の

と
お
り
の
本
件
土
地
周
辺
に
お
け
る
流
水
関
係
の
歴
史
的
経
緯
を
無
視
し
た

言
い
が
か
り
で
あ
る
。県
道
の
側
溝
は
本
来
路
面
排
水
を
集
水
す
れ
ば
よ
く
、

周
辺
地
域
の
流
水
排
水
等

一
切
の
集
水
は
予
定
し
て
い
な
い
。そ
れ
に
対
し
、

本
件
土
地
内
の
従
前
の
自
然
水
路
、
そ
の
設
置
替
え
設
備
と
し
て
の
現
在
の

A
D
間
埋
設
管
等
は
、
本
件
土
地
北
方
一
帯
の
降
雨
水
、
生
活
雑
排
水
、
上

流
の
余
水
等
を
流
す
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
県
道
の
路
面
排
水
は
僅
か

で
あ
り
、
A
D
間
埋
設
管
等
に
は
ほ
と
ん
ど
流
入
し
て
い
な
い
か
ら
、
県
道

側
溝
と
A
D
間
埋
設
管
等
と
は
法
的
に
も
機
能
的
に
も
全
く
別
の
設
備
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、被
告
の
県
道
側
溝
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

仮
に
、
原
告
が
本
件
土
地
の
買
受
人
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
記

一
末
段
の

と
お
り
、
従
前
の
所
有
者
か
ら
A
D
間
埋
設
管
に
お
け
る
上
記
承
水
義
務
や

慣
行
上
の
水
利
権
に
基
づ
く
農
業
用
水
の
流
水
確
保
義
務
等
を
承
継
し
て
い

る
も
の
と
鰐
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
負
担
付
の
本
件
土
地
を
購
入
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
A
D
間
埋
設
管
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
何
ら
損
害
を

受
け
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

亘

損
害
額

略

四

罐
昔

略

(次
号
に
続
く
)

島

損
害

本
件
土
地
に
A
D
間
埋
設
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ

の
余
は
争
う
。

本
件
土
地
の
所
有
者
は
、
原
告
で
は
な
く
、
そ
の
妻
で
あ
る
。
ま
た
、
本

件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
主
は
、
原
告
で
は
な
く
、
そ
の
長
男
で
あ
る
。
原
告

に
は
何
ら
損
害
は
生
じ
て
い
な
い
。
本
件
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
に
つ
い
て
、

A
D
間
埋
設
管
部
分
の
地
盤
の
補
強
の
た
め
養
生
工
事
の
必
要
が
あ
っ
た
と

は
認
め
ら
れ
ず
、
養
生
工
事
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
実
は
な
い
。



0
年
四
月
、
両
県
を
結
ぶ

｢雁
坂
ト

か
り
さ
か

雁

て

ふま

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
(秩
父
往
還
)
を
行
く

山
梨
県
塞
泉
事
務
所

佐
藤

亨

れ
た
後
も
、
雁
坂
峠
を
挟
む
約
一
〇

如
の
区
間
が
、
自
動
車
通
行
不
能
状

態
に
あ
り
、
ト
ン
ネ
ル
開
通
ま
で
長

長瀞町

艫鱒

ら
く

｢開
か
ず
の
国
道
｣
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。

二
一
世
紀
を
目
前
に
し
た
平
成

一

山梨市
甲州市

◆
は
じ
め
に

山
梨
県
と
埼
玉
県
を
結
ぶ

｢秩
父

往
還
｣
の
歴
史
は
古
く
、
古
代
か
ら

秩
父
霊
場
を
巡
る
信
仰
の
道
と
し

て
、
ま
た
武
蔵
の
国
と
甲
斐
の
国
と

を
結
ぶ
生
活
の
道
と
し
て
様
々
な
歴

史
を
刻
ん
で
き
ま
し
た
。

こ
の
秩
父
往
還
に
立
ち
は
だ
か
る

雁
坂
峠

(標
高
=
二
、
0
八
二
m
)

は
、
山
梨
県
山
梨
市

(旧
東
山
梨
郡

一番
畠
村
)
と
埼
玉
県
秩
父
市

(旧
秩

父
郡
大
滝
村
)と
の
境
に
あ
る
峠
で
、

西から東か

さ
ん
ぷ
く

は
り
の
き

"

三
伏
峠

(南
ア
ル
プ
ス
)
.
針
ノ
木

ら

峠

(北
ア
ル
プ
ス
)
と
と
も
に
日
本

峠

(北
ア
ル
プ
ス
)
と
と
も
に
日
本

三
大
峠
と
呼
ば
れ
、
険
し
く
辛
い
山

越
え
の
道
で
あ
り
、
昭
和
四
〇
年
に

一
般
国
道

一
四
〇
号
と
し
て
認
定
さ

ン
ネ
ル
有
料
道
路
｣
(図
1
)
が
開

通
し
、
初
め
て
両
県
が
直
接
自
動
車

で
行
き
来
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
で
ち
ょ
う
ど

一
〇
年
目
を

迎
え
ま
す
。

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
は
、

一
般
国
道
の

山
岳
部
で
は
日
本
最
長
の
ト
ン
ネ
ル

で
あ
り
、
旧
建
設
省
、
山
梨
県
、
埼

玉
県
及
び
山
梨
県
道
路
公
社
の
四
者

の
分
担
に
よ
り
工
事
が
実
施
さ
れ
、

開
通
後
は
、
山
梨
県
道
路
公
社
が
有

料
道
路
と
し
て
二
四
時
間
体
制
で
管

理
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
一
〇
年
間
、
死
亡
事
故
等
の

大
災
害
は
発
生
し
て
い
ま
せ
ん
。

道行セ 2 00 8 .3 4 5

◆
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
有
料
道
路
の
概
要

有
料
道
路
区
間
は
延
長
六
、八
四

五
m

(内
ト
ン
ネ
ル
長

六
、
六
二

五
m

(図
2
)
)
で
あ
り
、
そ
の
前

後
約
二
･
九
蝿
を
、
山
梨
県
、
埼
玉

県
の
両
県
か
ら
委
託
さ
れ
、
山
梨
県

道
路
公
社
が
維
持
管
理
を
行
っ
て
い

ま
す
。

一
般
国
道
の
山
岳
ト
ン
ネ
ル

図 l 雁坂トンネル有料道路



ネントー　

　

秩
朝

　
　

雁
坂
峠　

雁
坂
鰤

で
は
日
本
最
長
と
な
る
雁
坂
ト
ン
ネ

ル
は
、
本
坑
よ
り
長
い
避
難
坑

(
L
=
六
、
六
四
五

m
)
や
換
気
坑

(L
=

-
、五
人
八
m
)
を
は
じ
め
、

多
く
の
施
設
が
完
備
さ
れ
て
お
り
、

管
理
事
務
所
内
に
あ
る
監
視
室
に
お

い
て
二
四
時
間
常
駐
体
制
で
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す

(図
3
･
4
)

ま
た
、
ト
ン
ネ
ル
の
前
後
に
は
、

秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
内
の
景
観

国‘ □.匡認 　

　　 　
雁坂トンネル(一般国道140号 L = 6,625 mm　　

　　

寒風山トンネル(一般国道194号 L = 5,4 32 m )

--　　　

　
　

安房トンネル(一般国道158号 L = 4,370 m )

※ 雁坂トンネルは一般国道の山岳トンネルとしては
日本最長のとなります。

に
配
慮
さ
れ
た
長
大
橋
架
が
五
橋
あ

り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
目
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
区

間
は
、
標
高
が
約
て

一
〇
0
m
と

高
い
た
め
、
路
面
凍
結
防
止
対
策
と

し
て
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
施
工

さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
西
関
東
連
絡
道
路

西
関
東
連
絡
道
路
は
、
埼
玉
県
と

雁坂トンネル平面図と一般国道山岳トンネルの延長ベスト3

　
図

図 4 本坑~ 避難連絡坑~避難坑断面図

道行セ 2008.3

範
水
晶
山

石楠花瘤92m
ム湖トンネル

　
　ント

r図 2 雁坂トンネル有料道路の有料道路区間

有料区間6,8Km

7Km

18 82m 邸師



山
梨
県
を
結
ぶ
延
長
約
一
一
〇
皿
の

地
域
高
規
格
道
路
で
あ
り
、
沿
線
地

域
の
交
流
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、

経
済
、
観
光
等
の
活
性
化
を
目
指
す

広
域
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

す
。
雁
坂
ト
ン
ネ
ル
も
そ
の
一
部
で

あ
り
、
現
在
も
両
県
に
お
い
て
そ
れ

ぞ
れ
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

(図
5
･
6
)。

平
成
二
〇
年
に
完
成
が
予
定
さ
れ

て
い
る
滝
沢
ダ
ム
に
合
わ
せ
て
、
国

道
一
四
〇
号
の
中
で
最
も
幅
員
の
狭

か
っ
た
区
間
の
改
良
も
完
了
し
、
現

在
は
甲
府
か
ら
花
園
ま
で
、
す
べ
て

二
車
線
以
上
の
道
路
と
な
っ
て
い
ま

す

(写
真
)。

《国
道
一
四
〇
号
沿
い
の

主
な
道
の
駅
と
観
光
地
》

･
道
の
駅
｢花
か
げ
の
郷
ま
き
お
か
｣

山
梨
市
牧
丘
町
室
伏
二
一
二
〇

皿
○
五
五
三
〇
二
五
)
四
七
八
0

･
道
の
駅

｢み
と
み
｣

山
梨
市
三
富
川
浦
一
人
二
二
-

-

也
○
五
五
三

仝
二
九
)
二
五
八
0

･
道
の
駅

｢大
滝
温
泉
｣

　
級
録

区國

4車線 (暫定2車線)

平成 9年度~ 平成 1 8年度

糸

定

　　　　

6

3

0

車

3

第
8

4

圏標準断面図

要
度
費
格
度
数

概
年
業
規
速
衰

業
業
事
路
計
絶

事
事
総
造
設
車

囲

平成 18年までに供用された山梨県甲府市桜井町から山梨市方力までの約 6.9 km区間　

　

6

事

図

簑
道路の位置 :埼玉県大里郡寄居町大字末野~

埼玉県秩父郡皆野町大字皆野

)
轢

　
　

8

m　　　　　
　
　

9
1
第
8

鑄朧 標準断面図

写真 1

改良後

でに供用された埼玉県皆野寄居バイパス約 9.9 km区間

改良前

道行セ 2008,3 4 7

さ
幅
分
度

長

り
区
蕊

の
家
の
は

　
　
　
　

道
道
道
設



秩
父
市
大
滝
四
二
七
七
ー
二

皿
○
四
九
四
(五
五
)
○
一
二
六

道
の
駅

｢あ
ら
か
わ
｣

秩
父
市
荒
川
日
野
五
三
八
ー

一

皿
○
四
九
四
(五
四
)
○
0
二
二

道
の
駅

｢ち
ち
ぶ
｣

秩
父
市
大
宮
四
六
二
五

臘
○
四
九
四
(三
一
三
一二
六
六

道
の
駅

｢は
な
ぞ
の
｣

深
谷
市
小
前
田
四
五
人
ー

一

倒
○
四
人
(五
八
四
)
五
二
二
五

上
記

｢道
の
駅
｣
で
は
、
地
元
の

新
鮮
な
農
産
物
の
直
売
や
、
地
域
特

産
品
な
ど
を
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

雁
坂
ト
ン
ネ
ル
附
近
は
、
秩
父
多

摩
甲
斐
国
立
公
園
内
に
位
置
し
、
日

本
百
名
山
で
あ
る
甲
武
信
ケ
岳

(標

高

二
、
四
人
三

m
)
や
、
渓
谷
美

で
有
名
な
西
沢
渓
谷
な
ど
が
あ
り
、

初
夏
の
新
緑
や
秋
の
紅
葉
な
ど
四
季

折
々
の
自
然
風
景
を
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ま
た
、
西
沢
渓
谷
は
身
体
の
健
康

の
向
上
に
効
果
が
あ
る
と
し
て
、
平

成

一
九
年
に

｢森
林
セ
ラ
ピ
ー
｣
に

認
定
さ
れ
、
埼
玉
県
側
で
は

｢秩
父

路
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
｣
が
日
本
風
景
街

道
と
し
て
登
録
さ
れ
る
な
ど
、
観
光

ル
ー
ト
と
し
て
の
国
道

一
四
〇
号
の

整
備
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
足
を
伸
ば
す
と
、
甲
州
市

に
信
玄
公
菩
提
寺
の
恵
林
寺
、
山
梨

市
に
新
日
本
三
大
夜
景
に
選
ば
れ
た

笛
吹
川
フ
ル
ー
ツ
公
園
、
笛
吹
市
に

は
旅
の
疲
れ
を
癒
す
石
和
温
泉
郷
な

ど
、
国
道
沿
い
に
は
全
国
に
誇
る
観

光
ス
ポ
ッ
ト
が
数
多
く
点
在
し
て
お

り
ま
す
。

◆
お
わ
り
に

山
梨
県
で
は
平
成
二
〇
年
四
月
か

ら
六
月
ま
で
の
三
カ
月
間
、
J
R
グ

ル
ー
プ
と
協
働
し
た
国
内
最
大
規
模

の
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
あ
る

｢山

梨
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン
｣
を
実
施
し
ま
す
。

｢
週
末
は
山
梨
に
い
ま
す
｣
を
キ

ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
全
国
の
多
く

の
方
々
に
本
県
の
魅
力
を
体
感
し
て

　　図

い
た
だ
く
よ
う
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
を

あ
り
、
所
要
時
間
は
わ
ず
か
三
時
間

用
意
し
な
が
ら
宿
泊
滞
在
型
の
観
光

三
〇
分
程
度
で
す

(図
5
)

地
と
し
て
の
定
着
を
図
っ
て
ま
い
り

国
立
公
園
の
山
岳
や
渓
谷
の
風
景

ま
す
。

を
楽
し
み
な
が
ら
、
割
安
に
行
く
こ

平
成
一
九
年
六
月
に
圏
央
道
あ
き

と
が
で
き
る
秩
父
往
還

(国
道
一
四

る
野
か
ら
八
王
子
J
C
T
ま
で
が
開

0
号
)
を
利
用
し
、
大
型
観
光
キ
ャ

通
し
、
関
越
自
動
車
道
と
中
央
自
動

ン
ペ
ー
ン
に
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
を
機

車
道
が
つ
な
が
り
、
こ
れ
に
よ
り
北

会
に
心
と
体
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し

関
東
方
面
か
ら
山
梨
県
へ
の
ア
ク
セ

に
、
山
梨
県
へ
お
越
し
に
な
っ
て
み

ス
は

一
段
と
向
上
さ
れ
ま
し
た
。

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
?

し
か
し
な
が
ら
、
関
越
道
花
園

I
C
か
ら

一
般
国
道

一
四
〇
号
を
雁

坂
ト
ン
ネ
ル
経
由
で
も
、
中
央
道

甲
府
昭
和
I
C
ま
で
約

一
三
〇
蹴
で

表 雁坂トンネル有料道路料金表

車種区分 通行料

普通車 710円

中型車 860円

大型車 1
,
170円

特大車 1
,
980円

回数券で最大 20 % 割引



艦れ鬱◎廳蠣

で
、

一
九
八
八
年
に
架
設
さ
れ
ま
し

福
岡
の
魅
力
あ
る
都
市
景
観

西から東から

◆
は
じ
め
に

こ
ん
に
ち
は
、
福
岡
市
東
京
事
務

所
の
福
本
と
申
し
ま
す
。
と
ん
び
会

員
と
な
っ
て
こ
の
三
月
で
満
二
年
と

な
り
ま
す
。
こ
の
た
び

｢道
路
行
政

セ
ミ
ナ
ー
｣
へ
の
寄
稿
と
い
う
大
変

貴
重
な
機
会
を
頂
き
ま
し
て
、
大
変

あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
ア
ジ
ア
に
地
理
的
に
近
い

福
岡
市
は
、
ア
ジ
ア
の
交
流
拠
点
都

市
と
し
て
、
多
く
の
人
が
集
い
交
流

し
都
市
の
元
気
が
高
ま
っ
て
い
く
、

そ
ん
な
魅
力
あ
る
ま
ち
を
目
指
し
て

い
ま
す
。
市
で
は
、
魅
力
的
な
景
観

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
、

一
九

八
七
年
に
福
岡
市
都
市
景
観
賃
を
創

設
し
ま
し
た
。
日
本
各
地
に
景
観
賃

福
岡
市
東
京
事
務
所

福
本

進
也

は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
福
岡
市
の

景
観
賞
は
、
建
築
物
だ
け
で
な
く
、

通
り
な
ど
の
ま
ち
な
み
や
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
な
ど
も
対
象
と
し
て
お
り
、
更

に
活
動
を
対
象
と
し
た
特
別
表
彰
も

設
け
て
い
ま
す
。
福
岡
市
都
市
景
観

賞
は
一
昨
年
二
〇
周
年
を
迎
え
、
市

で
は
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
市
内
の

建
築
物
や
ま
ち
な
み
、
ラ
ン
ド
ス
ケ

ー
プ
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ア
ー
ト
な
ど
の

中
か
ら
特
に
優
れ
た
景
観
形
成
に
寄

与
す
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
由
来
や

見
所
を
紹
介
し
た

｢景
観
よ
か
と
こ

マ
ッ
プ
福
岡
｣
(図
)
を
作
成
し
ま

し
た
。

今
回
は
、
｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣

へ
の
寄
稿
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
中

か
ら
橋
梁
や
街
路
と
い
っ
た
道
路
に

関
係
す
る
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
い

た
し
ま
す
。
な
お
、
紹
介
順
は
都
市

景
観
賃
を
受
賞
し
た
年
次
順
で
す
。

岡

○
荒
津
大
橋

(写
真
1
)

こ
福

(中
央
区
郡
の
滓
,
荒
津
)

と
プ

か

ッ

釜
九
八
九
年

第
三
回
受
賞
》

襲
荒
津
大
橋
は
、
須
崎
埠
頭
と
西
公

図

園
荒
津
を
結
ぶ
福
岡
都
市
高
速
道
路

に
架
か
る
橋
長
三
四
五
m
の
斜
張
橋

た
。
こ
の
橋
の
た
も
と
に
は
、
日
本

で
も
有
数
の
漁
獲
高
を
誇
る
福
岡
鮮

魚
市
場
や
、
造
船
所
が
立
地
し
て
お

り
、
大
型
船
の
航
行
を
可
能
に
す
る

た
め
に
橋
高
三
九
m
の
高
さ
を
確
保

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
地
上
か

ら
の
眺
め
は
、
直
線
の
斜
張
橋
か
ら

連
続
し
て
カ
ー
ブ
す
る
高
速
道
路
と

相
ま
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
景
観
を

形
成
し
て
い
ま
す
。
博
多
湾
と
市
街

地
が
一
度
に
見
渡
せ
る
眺
望
が
す
ば

ら
し
く
、
観
光
や
夜
景
ド
ラ
イ
ブ
の

名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。



○
け
や
き
通
り

(写
真
2
)

(中
央
区
赤
坂
)

《特
別
表
彰
m
一
九
九
七
年

第

三

国
受
賞
》

け
や
き
通
り
は
、
福
岡
市
の
中
心

部
を
通
る
国
道
二
〇
二
号
線
の
一
部

で
、
一
九
四
八
年
の
国
体
開
催
時
に

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
長
さ
は
約
八
〇

0
m
、
け
や
き
約

一
〇
〇
本
で
並
木

道
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
元
で

は
、

一
九
九
三
年
に

｢け
や
き
通
り

発
展
期
成
会
｣
が
発
足
し
て
い
ま
す

が
、
官
民
協
力
事
業
と
し
て

｢や
さ

し
い
空
間
づ
く
り
事
業
｣を
推
進
し
、写真 2 けやき

現
在
の
美
し
い
街
並
み
を
創
出
し
て

き
ま
し
た
。
期
成
会
は
、
日
々
の
管

理

.
清
掃
の
他
に
け
や
き
の
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
官
民
が
協
力
し
て
環
境
を
整

備
し
、
良
好
な
都
市
景
観
を
創
出
し

て
い
る
活
動
が
評
価
さ
れ
、
都
市
景

観
賞
特
別
表
彰
を
受
賞
し
て
い
ま

す
。

0
名
島
橋

(写
真
3
)

(東
区
名
島
二
j
箱
崎
七
)

雀
九
九
七
年

第
一
一
国
受
賞
》

名
島
橋
は
、
二
級
河
川
多
々
良
川

に
架
か
る
橋
梁
で
す
が
、
当
時
の
国

道
二
号

(現
在
の
国
道
三
号
)
の
一

部
と
し
て
、

一
九
三
三
年
に
福
岡
県

に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
当
時

と
し
て
は
珍
し
い
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
七
連
ア
ー
チ
の
構
造
様
式
で
、
重

厚
な
親
柱
や
高
欄
、
歩
道
部
の
バ
ル

コ
ニ
ー
な
ど
が
特
徴
的
で
す
。
当
時

と
し
て
は
破
格
の
規
模
を
誇
っ
た
橋

の
よ
う
で
す
が
、
何
故
、
大
き
な
橋

を
架
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
は
不

明
で
す
。
飛
行
場
の
代
用
施
設
･
路

開礎
名

,ミ
3

面
電
車
を
通
す
た
め
な
ど
様
々
な
説

一
般
的
に
は
、
初
冬
に
開
催
さ
れ

が
あ
り
ま
す
。
戦
時
中
に
は
空
襲
か

る
福
岡
国
際
マ
ラ
ソ
ン
の
中
継
で
お

ら
守
る
た
め
に
、
表
面
を
黒
に
塗
っ

聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は

た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
ま
す
が
、
半

な
い
で
し
ょ
う
か
?

世
紀
以
上
経
っ
た
現
在
で
も
幹
線
と

○
天
神
西
交
差
点
歩
道
広
場

し
て
北
九
州
と
福
岡
を
結
ぶ
重
要
な

(写
真
4
)
(中
央
区
大
名
二
)

役
割
を
担
っ
て
お
り
、
ま
た
、
福
岡

《
一
九
九
八
年

第
一
二
回
受
賞
》

で
は
数
少
な
い
近
代
土
木
遺
産
の
一

天
神
西
交
差
点
は
、
福
岡
市
の
都

つ
で
も
あ
り
ま
す
。

一
九
九
四
年
に

心
部
で
あ
る
天
神
地
区
に
お
い
て
明

は
、
名
島
橋
架
橋
六
〇
周
年
を
記
念

治
通
り
と
天
神
西
通
り
が
交
差
す
る

し
て
、
新
潟
市
の
信
濃
川
に
架
か
る

箇
所
で
す
。
変
則
的
な
交
差
点
形
状

万
代
橋
と
の
兄
弟
縁
組
が
行
わ
れ
ま

の
た
め
不
法
駐
輪
が
問
題
と
な
っ
て

し
た
。

い
ま
し
た
が
、
シ
ン
プ
ル
か
つ
斬
新

う" ≧首分〒セ 2 00 R‐R

写真 4 天神西交差点歩道広場



香椎宮参道　
　

＼
真

群
写

な
デ
ザ
イ
ン
を
得
意
と
す
る
デ
ザ
イ

ナ
ー
松
永
真
氏
が

"楽
し
く
対
話
で

き
る
も
の
"
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で

制
作
し
た
カ
エ
ル
や
キ
リ
ン

(写
真

5
)
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
彫
刻
が
並

ぶ
広
場
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。

整
備
後
は
多
く
の
市
民
に
親
し
ま

れ
、
広
場
へ
の
不
法
駐
輪
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

○
香
椎
宮
参
道

(写
真
6
)

(東
区
香
椎
)

《
二
〇
〇
〇
年

第
一
四
回
受
賞
》

香
椎
と
い
う
地
名
を
聞
い
て
、
松

写真 5 キリンをモチーフにした彫刻

本
清
張
の
小
説

｢点
と
線
｣
を
思
い

浮
か
べ
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
香
椎
の
地
は
古
く
は
万

葉
の
歌
に
も
謳
わ
れ
、
現
在
は
、
福

岡
の
副
都
心
と
し
て
周
辺
部
の
開
発

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。香
椎
宮
は
、

仲
哀
天
皇
、
神
功
皇
后
を
能
っ
た

一
三
〇
〇
年
前
か
ら
あ
る
神
社
で

す
。
本
殿
は
、
香
椎
造
り
と
い
う
独

特
の
様
式
で
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

香
椎
宮
参
道
は
、
県
道
二
四
号
線

の
一
部
で
、
入
り
口
は
J
R
や
西
鉄

の
駅
か
ら
近
く
、
香
椎
宮
ま
で
は
約

八
〇
0
m
で
す
。
入
り
口
の
石
鳥
居

を
抜
け
る
と
賑
や
か
な
雰
囲
気
か

ら
、
両
側
の
歩
道
に
ク
ス
ノ
キ
の
大

木
が
生
い
茂
っ
た
落
ち
着
い
た
街
並

み
に
変
わ
り
ま
す
。
常
緑
し
た
並
木

道
で
は
あ
り
ま
す
が
、
十
分
季
節
感

を
感
じ
さ
せ
る
雰
囲
気
を
醸
し
出
し

て
い
ま
す
。

◆
最
後
に

今
回
、紹
介
い
た
し
ま
し
た
の
は
、

最
近
に
か
け
て
の
も
の
が
中
心
で
し

た
が
、皆
様
ご
存
知
の
通
り
福
岡
は
、

歴
史
が
古
く
伝
統
的
な
街
並
み
も
随

所
に
見
ら
れ
ま
す
。

少
し
古
く
な
り
ま
す
が
、
一
昨
年

の

｢
ニ
ュ
ー
ズ

･
ウ
ィ
ー
ク
｣
で

｢
い
ま
最
も
ホ
ッ
ト
な
世
界
の
一
〇

都
市
｣
の
一
つ
に
日
本
で
唯

一
選
ば

れ
る
な
ど
国
際
的
に
も
高
い
評
価
を

頂
き
ま
し
た
。

｢博
多
ど
ん
た
く
｣
な
ど
の
祭
り

に
代
表
さ
れ
る
伝
統
文
化
を
は
じ

め
、
玄
界
灘
で
獲
れ
る
美
味
し
い
魚

介
類
、
活
気
に
満
ち
た
商
店
街
や
屋

台
、
近
代
的
な
建
物
が
並
び
、
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
の
街
と
し
て
た
く
さ
ん
の

人
た
ち
で
賑
わ
う
都
心
部
と
緑
豊
か

な
郊
外
な
ど
、
古
さ
と
新
し
さ
、
都

市
と
自
然
が
調
和
し
た
姿
を
、
是
非

一
度
直
に
触
れ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

ずJ　



画
集
繭
の
ま
ち
づ
く
り
満
憧
化
へ
の
取
組
み

i

｢永
の
都
西
条
を
通
り
名
で
道
案
内
｣
社
会
実
験
!

西
条
市
建
設
部
建
設
道
路
課
長

藤
田

雅
弘

E

西
条
市
の
特
徴

愛
媛
県
西
条
市
は
四
国
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し

(図
-
)、
中
心
市
街
地

に
は
旧
西
条
藩
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
な
ご
り
の
陣
屋
跡
が
あ
り
、ま
た
、

瘢

地
域
文
化
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

｢西
条
ま
つ
り
｣
は
重
要
な
歴
史

･
文
化
資

源
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
地
域
の
人
々
の
誇
り
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
意

識
を
高
め
る
と
と
も
に
･

地
域
外
の
人
々
を
も
魅
了
し
て
い
る

(写
真
-
)o

、鎌朧
撚
ひ識

鬮

そ
し
て
･

当
市
最
大
の
特
徴
と
し
て
上
げ
ら
れ
る
の
は
･
｢う
ち
ぬ
き
｣

蒸

熊

“

鑓愛媛県西条市の位置図

　

　　

　
　

　　
　　

　

　

　
　
　

　
　

　　

と
呼
ば
れ
る
湧
水
が
各
所
に
見
ら
れ
･

観
音
水
･
天
皇
水
な
ど
大
小
約
二
o

嫌隣縦朧
纂爺

結

,

楡騨

纖

1 地域のシンボル ｢西条まつり｣

道行セ 2 0 08 .3

の
自
然
湧
水
が
弧
状
分
布
し
、
市
内
各
所
に
良
質
で
豊
富
な
地
下
水
が
湧
出

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
は
、
昭
和
六
○
年
に
は
環
境
庁

(現

環
境
省
)
の
｢名
水
百
選
｣
に
認
定
さ
れ
、
岐
阜
県
損
斐
川
町
で
開
催
さ
れ

真

た
全
国
利
き
水
大
会
で
は
、
｢う
ち
ぬ
き
｣
が
平
成
七
年
、
八
年
の
二
ヵ
年

ぬ
、

図

い

写

銘

ず
~

′



連
続
で
｢全
国
一
位
の
お
い
し
い
水
｣

認

に
選
ば
れ
る
な
ど
、
西
条
市
は

｢水

滋

の
都
｣
と
し
て
全
国
に
名
を
馳
せ
て

愁

い
る

(写
真
2
)。

る　　光観
に
の

み
く

汲
多

を　

幸

地
域
の
問
題
･
課
題

　
　
　
　
　　
　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

　

　

　

(下
水
道
水
緑
景
観
モ
デ
ル
事
業
)

〉

移

“

写

の
採
択
を
受
け
、
国
土
交
通
省
所
管

公
共
下
水
道
整
備
事
業
と
し
て
、
市
内
を
流
れ
る
観
音
水
の
水
路
整
備
を
行

っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
平
成
元
年
度
に
完
成
し
、
平
成
三
年
度
に
は
手
づ
く
り

郷
土
賞

(施
設
部
門
)
を
受
賞
し
て
い
る
が
、
水
路
整
備
に
よ
っ
て
観
音
水

に
鮎
が
棲
み
、
ホ
タ
ル
も
自
生
す
る
清
流
が
復
活
す
る
な
ど
、
快
適
な
水
辺

空
間
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
平
成
四
年
に
四
国
で
初
め
て
と
な
る

｢河
川
の
清
流
を
守
る
条
例
｣
を
制
定
し
、
水
系
を
美
化
す
る
市
民
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
等
に
よ
り
施
設
が
積
極
的
に
維
持
･活
用
さ
れ
、
地
域
に
密
着

し
て
い
る
と
し
て
、
平
成

一
九
年
度
に
は
手
づ
く
り
郷
土
賞

(大
賞
部
門
)

を
受
賞
し
て
い
る

(写
真
3

･
4
)
。

ま
た
、
平
成

一
六
年
度
よ
り
中
心
市
街
地
で
取
り
組
ん
で
い
る

｢ま
ち
づ

く
り
交
付
金
事
業

(駅
周
辺
の
拠
点
整
備
並
び
に
拠
点
間
を
結
ぶ
回
遊
性
の

創
出
に
よ
る
賑
わ
い
の
再
生
)｣
に
お
い
て
、
拠
点
と
な
る
施
設
整
備
を
順

次
進
め
る
と
と
も
に
、
新

･
四
国
の
み
ち

｢水
の
郷

･
さ
い
じ
ょ
う
ア
ク
ア

ル
ー
ト
｣
で
は
、
水
辺
空
間
の
散
策
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
地
域
づ
く
り
に
資

す
る
交
流
の
場
を
創
出
す
る
た
め
、
官
民
協
働
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
鋭
意
実
施

中
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、豊
富
な
資
源
や
個
々
の
施
設
及
び
取
組
み
に
つ
い
て
は
、

近
年
充
実
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
を
包
括
的
に
取
り
ま
と
め
る
た

め
の
ソ
フ
ト
施
策
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

写真4 市民ボランティアによる美化活動

　　　　　 　　　　　

匡

実
験
の
目
的

当
市
で
は
、
昭
和
六
二
年
に
市
民
に
広
く
道
路
に
愛
着
を
持
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
、
市
内
の
主
要
道
路
の
愛
称
を

一
般
公
募
し
、
一
一
路
線
の
通
り
名

を
決
定
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
約
二
〇
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
と



や
、
平
成

一
六
年
の
市
町
村
合
併
に
よ
り
、
市
民
の
認
知
度
が
低
下
し
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
中
心
市
街
地
の
道
路
事
情
に
不
慣
れ
な
市
内
在
住
者
や
、
観

光
及
び
仕
事
で
当
市
を
訪
れ
る
市
外
在
住
者
に
対
し
、
社
会
実
験
を
通
し
て

｢道
案
内
シ
ス
テ
ム
｣
の
効
果
や
有
効
性
に
つ
い
て
検
証

･
分
析
を
行
い
、

｢水
の
都
西
条
｣
を
活
性
化
さ
せ
る
恒
久
的
な
施
策
立
案
の
た
め
の
知
見
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

位
置
し
、
か
つ
J
R
伊
予
西
条
駅
前
周
辺
地
区
の
観
光
客
や
来
訪
者
の
多
い

七
通
り
を
実
験
対
象
路
線
と
し
て
抽
出
し
、
標
識
や
プ
レ
ー
ト
等
で
通
り
名

を
表
示
す
る
こ
と
で
、
地
域
に
不
慣
れ
な
人
に
も
分
か
り
や
す
い
道
環
境
を

整
え
た

(図
2
)。

そ
の
後
、
市
民
の
方
々
へ
周
知
活
動
を
行
い
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
及
び
ア
ン
ケ

ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

四

実
験
の
内
容

昭
和
六
二
年
に
愛
称
が
決
定
さ
れ
た

=
路
線
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
に

　　　図

-

協
議
会
の
設
立

実
施
に
先
立
ち
、
実
験
期
間
中
に
想
定
さ
れ
る
問
題
点
等
の
抽
出
や
確
認

及
び
支
援
体
制
を
整
え
る
た
め
に
、
実
行
協
議
会
を
設
立
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
、
事
務
局
と
し
て
市
役
所
関
係
課

(建
設
道
路
課
、
企
画
課
、

観
光
振
興
課
)、
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
松
山
河
川
国
道
事
務
所

(計
画
課
)、
そ
し
て
実
験
対
象
区
域
の
連
合
自
治
会
長

(大
町

･
神
拝

･
西

条
地
区

[所
属
自
治
会
員
約
三
三
、
0
0
0
人
])
で
構
成
し
た
。
協
議
会
で

は
、
各
メ
ン
バ
ー
よ
り
実
験
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
ご
意
見
や
ご
提
言
を

頂
き
な
が
ら
、
実
験
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
各
自
治
会
長
の
方
々
に

は
自
治
会
員
へ
の
周
知
及
び
マ
ッ
プ
配
布
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
い
て
も

多
大
な
ご
協
力
を
頂
い
た
。
な
お
、
協
議
会
は
平
成

一
人
年

一
二
月
~
平
成

一
九
年
三
月
の
期
間
に
お
い
て
計
三
回
開
催
し
て
い
る
。

2

通
り
名
標
識
の
設
置

木
製
標
識
…

対
象
七
路
線
の
各
起
点
･
終
点
に
、
通
り
名
を
表
示
し
た
木
製
標

齢

識

(杉
丸
太
製
、
単

一〇
0
~
三
〇
〇
顱
、
H
山

･
二

m
)
を
設

置
。
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o

o

o

通

り

鱒

黛

　　

　

通り名の標識の設置状況

に尺

　
　
　

　　
　
　
　

ま

の服

･
木
製
プ
レ
ー
ト

…

対
象
七
路
線
に
建
注
さ
れ
て
い
る
電
柱
･街
路
灯
･
道
路
標
識
等

に
、
概
ね
四
0
m
間
隔
で
木
製
プ
レ
ー
ト

(杉
皮

･
檜
製
、
W
=
二

　　　
黛

法

一
〇
皿
×
H
=
六
八
〇
皿
、
バ
ン
ド
固
定
式
)
を
設
置
。
住
居
表
示

図 3 通り名標識の形状 ･寸法

と
の
差
別
化
を
図
る
た
め
、
番
号
の
前
に
は

｢#
｣
マ
ー
ク
を
付
け
、

起
点
を
背
に
し
て
、
通
り
の
右
側
を
奇
数
、
左
側
を
偶
数
と
し
、
千

o

o

o

通

り

識

鳥
の
状
態
で
設
置
し
て
い
る

(図
3
、
写
真
5
)。

当
市
で
は
、
未
曾
有
の
被
害
を
受
け
た
平
成
一
六
年
の
台
風
災
害
以
降
、

公
共
施
設
の
整
備
等
に
当
た
り
、
地
元
産
材
で
あ
る
木
材
を
積
極
的
に
利
用

蘂

繩
強
勢
灘
鑿
惣
騨
巍
醗

総
理
い

る
。
そ
の
た
め
、
実
験
に
使
用
す
る
標
識
及
び
プ
レ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
間

伐
材
等
を
有
効
活
用
し
、
実
験
終
了
後
も
継
続
使
用
が
可
能
な
も
の
と
し
て

の200 ~ 300m m)

GO0m m



い
る

(グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
分
に
関
し
て
は
市
単
独
費
を
充
当
)。

3

通
り
名
マ
ッ
プ
の
作
成

実
験
期
間
中
、
市
民
や
土
地
に
不
慣
れ
な
方
へ
の
配
布
を
目
的
と
し
て
、

公
共
施
設
･
市
街
地
の
商
店
･
宿
泊
施
設
等
の
場
所
を
通
り
名
で
表
し
、
ど

の
通
り
に
ど
の
よ
う
な
施
設
が
あ
る
の
か
、
一
目
で
分
か
る

｢通
り
名
マ
ッ

プ
｣
を
作
成
し
た
。
こ
れ
ら
の
マ
ッ
プ
は
、
J
R
伊
予
西
条
駅
、
商
店
街
内

及
び
公
共
施
設
等
で
約
二
○
、
0
0
0
部
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
よ
う
に
し
た

(図
4
)
。

[ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
]

す
琶
"
"
名
馬
日
言
お
o
｣せ
き
包
》
目
B
o昏
o
o門日
参
白
o□
＼の島
自
営
旨

4

実
験
実
施
期
間

実
験
は
下
記
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
工
程
で
実
施
し
た
。
ま
た
、
標
識
及
び
マ

ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
実
験
終
了
後
の
現
在
も
継
続
的
に
設
置

･
配
布
を
行
っ

て
い
る
。

･
協
議
会
開
催
期
間
…

平
成
一
八
年
=
一月
二
一
日
~
平
成

一
九
年
三
月
二
六
日

･
通
り
名
標
識
設
置
…

平
成

一
九
年

一
月
一
七
日
~

(現
在
も
設
置
中
)

･
通
り
名
マ
ッ
プ
配
布
…

平
成

一
九
年
二
月
一
五
日
~

(現
在
も
配
布
中
)

･
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

"

平
成

一
九
年
二
月

一
五
日
~
平
成

一
九
年
三
月

一
三
日

マし
)



5

広
報
活
動

･
記
者
発
表
…

平
成
一
人
年
一
一
月
二
二
日

(社
会
実
験
実
施
地
域
に
西
条
市
が
選
定
)

･
広
報
誌
掲
載
…

平
成
一
九
年
二
月
一
日

(二
月
号
)

(社
会
実
験
実
施
の
お
知
ら
せ
…
四
四
、
0
0
0
部
を
全
戸
配
布
)

･
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載

…

平
成

一
九
年
二
月

一
六
日
~

･
広
報
誌
掲
載
…

平
成
一
九
年
六
月
一
日

(六
月
号
)
(社
会
実
験
の
結
果
報
告
)

な
お
、
社
会
実
験
に
関
す
る
記
事
は
、
愛
媛
新
聞

(平
成
一
人
年
三

月

二
四
日
付
)
と
産
経
新
聞

(平
成
一
九
年
一
月
三

一
日
付
)
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

五

実
験
結
果

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
通
行
者
用
と
商
店

･
事
業
所

用
の
二
パ
タ
ー
ン
を
準
備
し
、
設
問
内
容
を
変
え

て
実
施
し
た
。
回
収
状
況
は
、
通
行
者
用
が
四
九

四
通
、
商
店

･
事
業
者
用
が

三

一三
通
、
計
六

一

七
通
の
回
収
結
果
で
あ
っ
た
。

社
会
実
験
の
認
知
に
つ
い
て
通
り
名
を
利
用
し

た
道
案
内
社
会
実
験
に
つ
い
て
、
｢こ
の
取
組
み
を

知

っ
て
い
る
か
?
し

と
の
問
い
に
対
し
、
｢知

っ
て

い
る
｣
は
約

一
五
%
、
｢知
ら
な
い
｣
は
約
八
一
%

と
の
結
果
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
人
が
本
社
会
実
験
を
認
知
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
｢こ
の
社
会
実
験
を
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
ま
し
た
か
?
L
と
の

問
い
に
対
し
て
は
、
そ
の
情
報
源
と
し
て

｢広
報
誌
｣
が
約
半
数
を
占
め
た

結
果
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
の
媒
体
と
し
て
は
市
役
所
の
掲
示
、
駅
の
ポ
ス
タ
ー
、
新
聞
な
ど

か
ら
も
情
報
を
得
て
い
た
が
、
｢広
報
さ
い
じ
ょ
う
｣
は
全
世
帯
に
配
布
し

て
い
る
関
係
で
、
周
知
手
段
と
し
て
は
最
も
有
効
で
あ
っ
た

(図
5
)。

｢社
会
実
験
の
標
識
は
気
付
き
や
す
い
で
す
か
?
L
と
の
問
い
に
対
し
て

は
、
｢気
付
き
や
す
い
｣
は
約

一
五
%
、
｢気
付
き
に
く
い
｣
は
約
八
一
%

と
の
結
果
で
あ
っ
た

(図
6
)。

気
付
き
に
く
い
理
由
と
し
て
は
、
｢標
識
が
小
さ
い
｣
は
約
三
九
%
、

　
　

　

を
図

･し
)

〆

社会実験の認知媒体結果

社会実験の標識は
気付きやすいですか?

気付きにくい 391人 (81 2% )

気付きやすい 149人 0 5 2% )

　
　

　

き

、
な

　
　　 標識の気付きやすさ結果

した。

｢気付きにくい｣ で最も多かった意見は、 標識が
、さい、 標識の色が目立たない、 標識の設置位置

会実験をどのようにして

広報紙で社会実験を知った方が、 約半数近くいま



ば

都

　　
　
　

　
　
　

　　　　
　

　　　
　　　
　

　　
　
　

まあ必要だと思う
＼＼＼＼･ 220人 (357 % )

非常に必要だと思う
64人 (10.4% )

0% 1

必要ではないと回答した方は、 全体の約24% で、
必要性としての意見は高いと思われます。
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の
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叺
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齢
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必
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、
、ン　　図

｢色
が
目
立
た
な
い
｣
は

約
二
九
%
、
｢設
置
位
置

が
高
い
｣
は
約

一
九
%
と

の
意
見
が
多
く
、
今
後
の

本
格
運
用
に
向
け
た
課
題

と
し
て
、
歩
行
者
の
目
線

に
併
せ
た
設
置
位
置
の
検

討
や
標
識
の
大
型
化
が
必

要
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
ま
た
、
通
り
名
標
識

の
デ
ザ
イ

ン
に

つ
い
て

も
、
約
三
割
の
人
が
分
か

り
に
く
い
も
の
だ
っ
た
と

便
を
感
じ
て
い
な
い
｣
は
約
三
三
%
、
｢
シ
ス
テ
ム
が
よ
く
理
解
で
き
な
い
｣

は
約
一
O
%
と
の
意
見
が
多
く
あ
り
、
利
用
者
へ
シ
ス
テ
ム
内
容
を
十
分
に

周
知
し
、
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
へ
繋
が
っ
て
い
く

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
他
と
し
て
は
、
通
り
名
標
識
を
利
用
し

｢災
害
時
な
ど
の
避
難
場
所

へ
の
誘
導
や
名
水
案
内
が
出
来
る
よ
う
に
し
て
欲
し
い
｣
と
の
意
見
、
ま
た
、

表
示
方
法
の
新
た
な
提
案
と
し
て
は
、
｢読
み
仮
名
、
ロ
ー
マ
字
表
示
を
付

け
加
え
て
欲
し
い
｣
、
｢道
路
に
よ
っ
て
色
を
変
え
て
欲
し
い
｣
、
｢夜
間
に

も
目
視
で
き
る
よ
う
照
明
の
設
置
を
し
て
欲
し
い
｣
な
ど
の
要
望
も
あ
っ
た
。

穴

令
縫
の
展
開

今
回
の
社
会
実
験
の
目
的
は
、
道
路
事
情
に
不
慣
れ
な
方
に

｢通
り
名
標

識
｣
を
通
じ
て
、
施
策
と
し
て
の
有
効
性
を
検
証

･
分
析
す
る
と
と
も
に
、

近
年
中
心
市
街
地
で
整
備
が
進
ん
で
い
る
公
共
施
設
や

｢水
の
郷

･
さ
い
じ

ょ
う
｣
と
い
っ
た
既
存
ツ
ー
ル
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
道
案
内
シ
ス
テ
ム
が

当
市
に
と
っ
て
、
恒
久
的
な
ソ
フ
ト
施
策
と
成
り
得
る
か
ど
う
か
、
そ
の
可

能
性
を
模
索
す
る
事
に
あ
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
認
知
度
不
足
が
顕
著
に
現
れ
て
い
た

も
の
の
、
こ
の
取
組
み
に
関
す
る
肯
定
的
な
意
見
も
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
、

標
識
に
関
す
る
問
題
点
や
今
後
見
直
す
べ
き
課
題
等
を
解
決
す
る
こ
と
で
、

効
果
的
な
施
策
と
な
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
平
成
二
○
年

度
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
に
よ
る
駅
周
辺
整
備
も
完
了
し
、
県
内

外
の
来
訪
者
の
増
加
も
見
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
案
内
シ
ス
テ
ム
の

必
要
性
は
今
後

一
層
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
拠

点
施
設
の
位
置
関
係
と
シ
ス
テ
ム
利
用
者
の
動
線
、
あ
る
い
は
道
路
ネ
ッ
ト

58 1首行セ 2008.R

回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
の
再
検
討
も
今
後
の
大
き
な
課
題
と

な

っ
て
い
る
。

道
案
内
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
道
案
内
シ
ス
テ
ム
の
必
要
性
に
つ
い
て
問
い

か
け
た
と
こ
ろ
、
｢必
要

･
ま
あ
必
要
｣
が
約
四
六
%
と
の
結
果
と
な
っ
て

お
り
、
｢あ
ま
り
必
要
で
な
い
･
不
必
要
｣
の
約
二
三
%
を
上
回
っ
た
結
果

と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
市
民
か
ら
の
道
案
内
シ
ス
テ
ム
の
ニ

ー
ズ
は
高
い
も
の
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る

(図
7
)。

特
に
、
本
社
会
実
験
の
内
容
を
事
前
に
認
知
し
て
い
る
人
の
回
答
の
み
抽

出
し
た
結
果
で
は
、
｢必
要

･
ま
あ
必
要
｣
が
約
五
七
%
と
な
る
な
ど
道
案

内
シ
ス
テ
ム
の
内
容

･
主
旨
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
シ
ス
テ
ム
の

要
望
は
よ
り
高
く
な
る
傾
向
で
あ
っ
た
。

逆
に
、
必
要
で
は
な
い
と
思
う
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
｢今
ま
で
も
不



･淋を
鍔
国薪
熱
線
導鱗

り
離
職
凄
麗
朧
れ
~
離
せ
熟{

ワ
ー
ク
等
を
十
分
に
勘
案
す
る
な
ど
し
て
、
路
線
の
増
設
も
視
野
に
含
め
た

樽

検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る

(図
8
)。

七

お
わ
り
に

西
条
市
は
古
来
ょ
り
家

の
都

と
い
ゎ
れ
、
市
内
各
所
に
｢ぅ
ち
ぬ
き
｣

箒

と
呼
ば
れ
る
水
飲
み
場
が
点
在
し
、
駅
前
に
は
昨
年
三

月
に

｢鉄
道
歴
史

漕

図 8 中心市街地まちづくり交付金事業と道案内システムの位置関係

写真 6 四国鉄道文化館の展示車両

パ
ー
ク

m

s
A
I

J
O
｣
が
開
館
し
て
い
る
。
そ
こ
に
整
備
さ
れ
た
四
国

鉄
道
文
化
館
は
、
新
幹
線
電
車
の
初
代
タ
イ
プ

｢
o
系
｣
と
、
｢D
F
50
形

電
気
式
デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
車
｣
の
一
号
機

(準
鉄
道
記
念
物
)
が
展
示
さ
れ

て
お
り
、
オ
ー
プ
ン
ニ
ヵ
月
で
入
館
者
三
万
人
を
越
え
る
な
ど
、
ま
ち
づ
く

り
活
性
化
に
向
け
た
取
組
み
成
果
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
効
果
が
表
れ
始
め

て
い
る

(写
真
6
)。

へ
謝
辞
〉

今
回
の
社
会
実
験
を
遂
行

す
る
に
あ
た
っ
て
、
地
元
関

係
者
及
び
国
土
交
通
省
四
国

地
方
整
備
局
松
山
河
川
国
道

事
務
所
か
ら
多
大
な
る
ご
協

力
を
得
た
こ
と
、
こ
こ
に
感

謝
の
意
を
表
し
ま
す
。



平
成
二
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た

｢月
刊
道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
、
お
蔭
様

で
こ
の
三
月
に
は
満

一
人
年
と
な
り
、
四
月
か
ら
一
九
年
目
を
迎
え
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
多
く
の
方
々
に
ご
指
導
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
厚
く

御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

◆
本
誌
の
位
置
づ
け
◆

本
誌
は
、
学
齢
的
に
は
高
校
三
年
を
卒
業
す
る
ま
で
に
至
り
ま
し
た
が
、

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
当
時
の
建
設
省
道
路
局
長
が

｢創
刊
に
寄
せ
て
｣

と
題
す
る
記
事
を
創
刊
号
に
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

｢!
!
･道
路
行
政
に
求
め
ら
れ
る
課
題
が
山
積
し
、
そ
の
重
要
性
が
強
く
認

識
さ
れ
て
い
る
こ
の
時
期
に
道
路
行
政
の
専
門
誌
と
し
て
本
誌
が
創
刊
さ
れ

た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。
本
誌
は
、
道
路
に
関
す
る
法
令
の
制

定
、
改
正
等
の
道
路
行
政
上
重
要
な
情
報
を
満
載
し
て
、
道
路
実
務
に
携
わ

る
人
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
国
民
の
皆
様
に
お
届
け
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
!
,.L

と
あ
り
ま
す
。

少
し
長
い
引
用
と
な
り
ま
し
た
が
、
本
誌
の
位
置
づ
け
は
、
端
的
に
申
し

上
げ
ま
し
て

｢道
路
行
政
の
専
門
誌
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
｢道
路
行
政

の
情
報
誌
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
三
月
に
は
･

通
巻
で
ニ

ー
ムハ
号
を
数
え
る
こ
すと
と
な
り
ま
し
た
が
、

鱗　　　

こ
れ
ま
で
、
時
々
の
道
路
行
政
に
関
す
る
国
や
地
方
の
話
題

･
課
題
、
道
路

2

法
令
の
動
き

･
解
説
と
い
っ
た
情
報
提
供
を
基
本
に
据
え
･

い
ろ
い
ろ
な
情

微

報
を
お
届
け
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
創
刊
当
時
か
ら
の
｢道
路
行

酒

政
｣
に
関
わ
る

｢情
報
誌
｣
.
｢専
門
誌
｣
と
し
て
の
役
割
、
こ
れ
か
ら
も

御

呼
成
二
〇
年
四
月
号
か
ら
誌
面
を
一
層
充
実
さ
せ
た

嫌嚢
鍬
『讓
嚢
榊
廳
轆
蘂
茅
1
』
が
ス
タ
ー
ト



変
わ
る
こ
と
な
く
、
こ
う
し
た
基
本
線
に
沿
っ
て
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
′

こ
う
し
た

｢声
｣
は
、
こ
れ
か
ら
の
誌
面
づ
く
り
に
十
分
に
参
考
と
さ
せ

徘

て
お
り
ま
す
。

て
い
た
だ
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

◆
本
誌
に
対
す
る

｢声
』
を
伺
い
ま
し
た
◆

滴行セ 　　

◆
道
路
管
理
に
携
わ
る
方
々
の
た
め
の
情
報
の
充
実
に
努
め
ま
す
◆

鯨

一
方
、
創
刊
し
て
間
も
な
く
二
〇
年
、
こ
の
間
の
世
の
中
の
動
き
に
は
若

平
成
二
〇
年
四
月
号
か
ら
誌
面
の
刷
新
に
向
け
て
、
道
路
管
理
に
携
わ
る

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

々
に
寸
し

、
日
頃

、

こ

め

ぼ
り
と
も
>
没
こ
、

~

特
に
、
情
報
面
で
の
変
動
が
顕
著
で
、
情
報
を
提
供
す
る
側
、
受
け
取
る

側
何
れ
に
し
ま
し
て
も
、
当
時
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
い
わ
ゆ
る

｢情
報
化
社
会
｣
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
う
し
た
情
報
化
社
会
の
真
っ
只
中
に
あ
っ
て
、
｢道
路
行
政
｣
の

｢情

報
誌

.
専
門
誌
｣
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
あ
る
本
誌
と
し
ま
し
て
も
、
よ
り

良
い
誌
面
づ
く
り
を
目
指
す
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
読
者
の
皆
様
に
本
誌
に

対
す
る
霞
と

を
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た

｢±F
｣
、
そ
の
一
部
で
す
が
、
掲
載
さ

せ
て
頂
き
ま
す
と
と
も
に
、
こ
う
し
た

霞
戸
｣
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た

方
々
に
対
し
、
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

方
々
に
対
し
て
、
日
頃
の
業
務
に
多
少
な
り
と
も
お
役
に
立
て
れ
る
よ
う
企

画
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

新
た
に
設
け
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す

｢特
集
｣
で
は
、

･
道
路
占
用
制
度

等

･
道
路
法
制
一
般

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
一
つ
の
テ

ー
マ
が
一
回
ま
た
は
二
回
の
掲
載
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
を
担
当
し
て

お
ら
れ
る
国
土
交
通
省
担
当
課
室
か
ら
詳
し
く
解
説
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

◆
地
方
か
ら
の
声
も
記
事
に
◆

｢読
者
層
に
必
要
な
記
事
内
容
面
で
の
充
実
を
図
っ
て
欲
し
い
｣

｢既
存
情
報
の
提
供
に
あ
た
っ
て
は
、
背
景
事
情
に
つ
い
て
も
十
分
な

解
説
を
加
え
て
欲
し
い
｣

｢市
町
村
に
関
係
し
た
記
事
を
積
極
的
に
掲
載
し
て
欲
し
い
。
都
道
府

県
･
市
町
村
の
p
R
や
事
例
紹
介
等
の
誌
面
を
、
今
よ
り
増
や
し
て
欲

し
い
辺

･
地
方
整
備
局
･
都
道
府
県
･
市
町
村
か
ら
の
道
路
管
理
に
関
わ
る
紹

介
記
事

先
の
本
誌
に
対
す
る

｢声
｣
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
情
報
の
受
け
手
で
あ

っ
た
方
々
か
ら
、
｢情
報
を
発
信
し
て
い
た
だ
い
た
ら
ど
う
か
｣
と
い
う
声

も
あ
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
そ
う
し
た

｢声
｣
に
お
応
え
す
る
一
環
と
し
ま
し
て
、



道路広報センターのホームページサイト内の
検索が可能になりました

これも ｢声｣ にありました事柄ですが、 創刊号か

らの本誌のバックナンバー目次は、 道路広報センタ

ーのホームページにて検索ができるようになりまし

たので、 ご利用下さい。

地
方
の
道
路
管
理
の
取
組
等
を
記
事
と
し
て
順
次
取
り
上
げ
て
い
き
、
全
国

の
道
路
管
理
者
の
方
々
に
情
報
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

争
議
面
も
刷
新
し
ま
す
◆

･
こ
れ
ま
で
の
三
段
組
か
ら
二
段
組
に

･
活
字
の
大
き
さ
も
、
九
ポ
イ
ン
ト
か
ら

一
0

･
五
ポ
イ
ン
ト
へ

｢よ
り
読
み
や
す
く
｣
と
い
う
こ
と
で
は
、
活
字
の
大
き
さ
を
こ
れ
ま
で
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に〒冨らタヱーきせトリ÷つ ゆ直,群雄alを広辞しき幕ん國古･賃料導出横駒の aCくれ〕7,G刊行柔幅姦
旨朝｣次t“"に鮑 “)道すねに閥十を広報員示云等の鉤蛭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　
　　　　　　　　,影お訟し臨んき山田互- をデノリーフ企画･特別建亘のバノフーネ等くら詫行

本
誌
は
満
一
人
歳
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
成
人
の
城
に
は
ま

だ
ま
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
と
も
、
皆
様
の
温
か
い
ご
指
導

･
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

よ
り
も
大
き
め
に
変
え
、
三
段
組
み
か
ら
二
段
組
に
変
え
、
読
み
や
す
く
し

ま
す

(本
年
二
月
号
か
ら
一
部
実
施
し
て
お
り
ま
す
)。

　　 　 　　
　　　
っ 一 に 二 め
た 八 ◆ 尋装と 歳

　　 　　
でハ ト 一 三
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月噂日〕｣の各行事等に協力
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『道路広報センター』 にマークして、 検索したい用

語を入力すると、その用語に関連した項目の目次が

検索されます。

どうぞご利用ください。
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